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本
稿
は
、
前
稿
に
引
き
続
き
、
唐
の
封
演
が
撰
し
た
『
封
氏
聞
見
記
』
巻
三
の
訳
注
で
あ
る
。
巻
三
の
篇
目
は
、
貢
挙
・
制
科
・
銓
曹
・
風
憲
の
四
篇
で
あ
る
。

紙
幅
の
都
合
か
ら
、
本
稿
で
は
こ
の
う
ち
貢
挙
と
制
科
の
訳
注
を
行
う
。

〔
一
〕『
封
氏
聞
見
記
』
巻
三
・
貢
挙

【
原
文
】

國
初
、
明
經
取
通
兩
經
、
先
帖
文
、
乃
按
章
疏
試
墨
策
十
道
、
秀
才
試
方
略
策
三
道
、
進
士
試
時
務
策
五
道
。
考
功
員
外
、
職
當
考
試
。
其
後
、
擧
人
憚
於

方
略
之
科
、
爲
秀
才
者
殆
絶
、
而
多
趨
明
經
・
進
士
。
貞
觀
二
十
年
、
王
師
旦
爲
員
外
郎
。
冀
州
進
士
張
昌
齡
・
王
瑾
並
文
詞
俊
楚
、
聲
振
京
邑
。
師
旦
考
其

文
策
爲
下
等
、擧
朝
不
知
所
以
。
及
奏
等
、太
宗
怪
無
昌
齡
等
名
、問
師
旦
。
師
旦
曰
、「
此
輩
誠
有
詞
華
。
然
其
體
輕
薄
、文
章
浮
艷
、必
不
成
令
器
。
臣
懼
之
、

恐
後
生
倣
效
、
有
變
陛
下
風
俗
。」
上
深
然
之
。
後
昌
齡
爲
長
安
尉
、
坐
贓
罪
解
官
、
而
王
瑾
亦
無
所
成
。
高
宗
時
、
進
士
難
其
選
。
龍
翔
中
、
敕
左
史
董
思

恭
與
考
功
員
外
郎
權
原
崇
同
試
貢
擧
。
思
恭
、
呉
士
、
輕
脱
、
洩
進
士
問
目
、
三
司
推
、
贓
汚
狼
藉
。
後
于
西
堂
朝
次
告
變
、
免
死
、
除
名
、
流
梧
州
。
開
耀

元
年
、
員
外
郎
劉
思
立
以
進
士
準
試
時
務
策
、
恐
傷
膚
淺
、
請
加
試
雜
文
兩
道
、
幷
帖
小
經
。
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（
二
）

元
宗
時
、
士
子
殷
盛
、
毎
歳
進
士
到
省
者
、
常
不
減
千
餘
人
。
在
館
諸
生
、
更
相
造
詣
、
互
結
朋
黨
、
以
相
漁
奪
、
號
之
爲
棚
、
推
聲
望
者
爲
棚
頭
、
權
門

貴
盛
、
無
不
走
也
。
以
之
熒
惑
主
司
視
聽
。
其
不
第
者
、
率
多
喧
訟
、
考
功
不
能
禦
。
開
元
二
十
四
年
冬
、
遂
移
貢
擧
屬
于
禮
部
、
侍
郎
姚
英
、
頗
振
綱
紀
焉
。

其
後
明
經
停
墨
策
、
試
口
義
幷
時
務
策
三
道
、
進
士
改
帖
六
經
、
加
論
語
。
自
是
、
擧
司
多
有
聱
牙
・
弧
絶
・
倒
拔
・
築
注
之
目
、
文
士
多
于
經
不
精
、
至
有

白
首
擧
場
者
、
故
進
士
以
帖
經
爲
大
。
天
寶
初
、
達
奚
珣
・
李
嚴
相
次
知
貢
擧
。
進
士
文
名
髙
而
帖
落
者
、
時
謂
試
時
放
過
、
謂
之
贖
帖
。

十
一
年
、
楊
國
忠
初
知
選
事
。
進
士
孫
季
卿
、
曾
謁
國
忠
、
言
禮
部
帖
經
之
弊
大
、
擧
人
有
實
才
者
、
帖
經
既
落
、
不
得
試
文
。
若
先
試
雜
文
、
然
後
帖
經
、

則
無
餘
才
矣
。
國
忠
然
之
。
無
何
、
有
敕
、
進
士
先
試
帖
進
、
仍
前
後
開
一
行
。
是
歳
收
人
、
有
倍
常
歳
。
又
、
舊
例
、
試
雜
文
者
、
一
詩
一
賦
、
或
兼
試
頌
論
、

而
題
目
多
爲
隱
僻
。
策
問
五
道
、
舊
例
、
三
通
爲
時
務
策
、
一
通
爲
商
、
一
通
爲
徵
事
。
近
者
、
商
略
之
中
或
有
異
同
、
大
抵
非
精
博
通
贍
之
才
、
難
以
應
乎

茲
選
矣
。
故
當
代
以
進
士
登
科
爲
登
龍
門
、解
褐
多
拜
淸
緊
、十
數
年
間
、擬
迹
廟
堂
。
輕
薄
者
語
曰
「
及
第
進
士
、俯
視
中
黄
郎
。
落
第
進
士
、揖
蒲
華
長
馬
。」

又
云
、「
進
士
初
擢
第
、
頭
上
七
尺
焰
光
。」
好
事
者
紀
其
姓
名
、
自
神
龍
以
來
迄
于
玆
日
、
名
曰
進
士
登
科
記
、
亦
所
以
昭
示
前
良
、
發
起
後
進
也
。
余
初
擢

第
、
太
學
諸
人
共
書
余
姓
名
于
舊
紀
末
。
進
士
張
繟
、
漢
陽
王
柬
之
曾
孫
也
、
時
初
落
第
、
兩
手
奉
登
科
記
頂
戴
之
、
曰
「
此
千
佛
名
經
也
」、
其
企
羨
如
此
。

李
右
相
在
廟
堂
、進
士
王
如
泚
者
、妻
公
女
以
伎
術
供
奉
、元
宗
欲
與
改
官
、拜
謝
而
請
曰
、「
臣
女
婿
王
如
泚
、見
應
進
士
擧
。
伏
望
聖
恩
回
換
、與
一
及
第
。」

上
許
之
、
付
禮
部
宜
與
及
第
。
侍
郎
李
暐
以
詔
詣
執
政
。
左
相
曰
「
如
泚
文
章
堪
及
第
否
？
」
暐
曰
「
與
亦
得
、
不
與
亦
得
。」
左
相
曰
「
若
爾
、
未
可
與
之
。

明
經
・
進
士
、
國
家
取
才
之
地
。
若
聖
恩
優
異
、
差
可
與
官
。
今
以
及
第
與
之
、
將
何
以
觀
！
」
林
甫
即
自
聞
奏
取
旨
。
如
泚
賓
朋
讌
賀
、
車
馬
盈
門
。
忽
中

書
下
牒
禮
部
、「
王
如
泚
可
依
例
考
試
。」
聞
者
愕
然
失
錯
矣
。

寶
應
二
年
、
楊
綰
爲
禮
部
侍
郎
、
奏
擧
人
不
先
德
行
、
率
多
浮
薄
、
請
依
郷
擧
里
選
。
於
是
、
詔
天
下
擧
秀
才
孝
廉
。
而
考
試
章
條
漸
加
繁
密
、
至
于
升
進

德
行
、
未
之
能
也
。
其
于
應
此
科
者
益
少
、
遂
罷
之
、
復
爲
明
經
進
士
。

【
訓
読
】

国
の
初
め
、
明
経
は
両
経
に
通
ず
る
を
取
る
に
、
帖
文
を
先
に
し
、
乃
ち
章
疏
に
按
じ
て
墨
策
十
道
を
試
み
、
秀
才
は
方
略
策
三
道
を
試
み
、
進
士
は
時
務

策
五
道
を
試
み
る
（
一
）。
考
功
員
外
、
職
は
考
試
に
当
た
る
（
二
）。
其
の
後
、
挙
人
は
方
略
の
科
を
憚
り
、
秀
才
と
為
る
者
殆
ど
絶
え
、
而
し
て
多
く
明
経
・
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（
三
）

進
士
に
趨
る
（
三
）。
貞
観
二
十
年
（
六
四
六
）、
王
師
旦
員
外
郎
と
為
る
。
冀
州
の
進
士
張
昌
齢
・
王
瑾
並
び
に
文
詞
俊
楚
、
声
京
邑
に
振
る
う
。
師
旦
其
の

文
策
を
考
し
下
等
と
為
し
、
朝
を
挙
げ
所
以
を
知
ら
ず
。
等
を
奏
す
る
に
及
び
、
太
宗
は
昌
齢
等
の
名
無
き
を
怪
し
み
、
師
旦
に
問
う
。
師
旦
曰
く
、「
此
輩

誠
に
詞
華
有
り
。
然
る
に
其
の
体
は
軽
薄
に
し
て
、
文
章
は
浮
艶
、
必
ず
令
器
と
成
ら
ざ
ら
ん
。
臣
之
を
懼
る
る
に
、
後
生
倣
效
し
、
陛
下
の
風
俗
に
変
有
ら

ん
こ
と
を
恐
る
」
と
。
上
深
く
之
を
然
り
と
す
。
後
に
昌
齢
は
長
安
尉
と
為
り
、
贓
罪
に
坐
し
官
を
解
か
れ
、
而
し
て
王
瑾
も
亦
た
成
す
所
無
し
（
四
）。
高

宗
の
時
、進
士
其
の
選
難
し
。
龍
翔
（
龍
朔
の
誤
り
）
中
（
六
六
一
〜
六
六
三
）、敕
す
ら
く
左
史
董
思
恭
は
考
功
員
外
郎
権
原
崇
と
同
に
貢
挙
を
試
み
せ
し
む
。

思
恭
は
、
呉
士
、
軽
脱
な
り
。
進
士
の
問
目
を
洩
ら
し
、
三
司
推
し
、
贓
汚
狼
藉
と
す
。
後
に
西
堂
の
朝
次
に
于
い
て
変
を
告
げ
、
死
を
免ゆ
る

さ
れ
、
除
名
さ
れ
、

梧
州
に
流
さ
る
（
五
）。
開
耀
元
年
（
六
八
一
）、
員
外
郎
劉
思
立
、
進
士
は
時
務
策
を
試
み
る
を
準は
か

る
に
、
傷は
な
はだ
膚
浅
な
る
を
恐
る
る
を
以
て
、
雑
文
両
道
を

試
み
、
幷
せ
て
小
経
を
帖
す
る
を
加
え
ん
こ
と
を
請
う
（
六
）。

元
宗
（
玄
宗
）
の
時
、
士
子
殷
盛
、
毎
歳
進
士
の
省
に
到
る
者
常
に
千
余
人
を
減
ぜ
ず
（
七
）。
在
館
の
諸
生
、
更こ
も

ご
も
相
い
造
詣
し
、
互
い
に
朋
党
を
結
び
、

以
て
相
い
漁
奪
し
、
之
を
号
し
て
「
棚
」
と
為
し
、
声
望
あ
る
者
を
推
し
「
棚
頭
」
と
為
し
、
権
門
貴
盛
、
走
ら
ざ
る
無
き
な
り
。
之
を
以
て
主
司
の
視
聴
を

熒
惑
す
（
八
）。
其
の
第
せ
ざ
る
者
は
、率
ね
多
く
喧
訟
し
、考
功
禦
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
開
元
二
十
四
年
（
七
三
六
）
冬
、遂
に
貢
挙
を
移
し
礼
部
に
属
せ
し
め
、

侍
郎
姚
英
（
奕
）、
頗
る
綱
紀
を
振
る
う
（
九
）。
其
の
後
、
明
経
は
墨
策
を
停
め
、
口
義
幷
び
に
時
務
策
三
道
を
試
み
、
進
士
は
改
め
て
六
（
大
の
誤
り
）
経

を
帖
し
、
論
語
を
加
う
（
一
〇
）。
是
れ
自
り
、
挙
司
に
多
く
聱
牙
・
弧
絶
・
倒
抜
・
築
注
の
目
有
り
、
文
士
は
多
く
経
に
于
い
て
精
し
か
ら
ず
、
白
首
の
場

に
挙
が
る
者
有
る
に
至
り
、故
に
進
士
は
帖ち
ょ
う
け
い経を
以
て
大
と
為
す
（
一
一
）。
天
宝
の
初
め
、達
奚
珣
・
李
厳
（
巌
の
誤
り
）、相
ひ
次
い
で
貢
挙
を
知
す
（
一
二
）。

進
士
の
文
名
高
く
し
て
帖
落
す
る
者
、
時
に
試
時
放
過
と
謂
い
、
之
を
贖
帖
と
謂
う
（
一
三
）。

十
一
年
（
七
五
二
）、
楊
国
忠
初
め
て
選
事
を
知
す
。
進
士
孫
季
卿
は
、
曾
て
国
忠
に
謁
し
、
礼
部
の
帖
経
の
弊
大
な
る
を
言
い
、
挙
人
の
実
才
有
る
者
、

帖
経
既
に
落
つ
れ
ば
、文
を
試
み
る
を
得
ず
。
若
し
先
に
雑
文
を
試
み
、然
る
後
に
帖
経
す
れ
ば
、則
ち
余
才
無
し
と
。
国
忠
之
を
然
り
と
す
。
何
い
く
ば
く

無
く
し
て
、

敕
有
り
、
進
士
は
先
に
帖
進
（
経
の
誤
り
）
を
試
み
、
仍
お
前
後
一
行
開
く
と
（
一
四
）。
是
の
歳
人
を
收
む
る
に
、
常
歳
に
倍
す
る
有
り
（
一
五
）。
又
、
旧

例
、
雑
文
を
試
み
る
者
、
一
詩
一
賦
、
或
い
は
兼
ね
て
頌
論
を
試
み
、
而
る
に
題
目
は
多
く
隠
僻
と
為
す
。
策
問
五
道
、
旧
例
、
三
通
を
時
務
策
と
為
し
、
一

通
を
商
と
為
し
、一
通
を
徵
事
と
為
す
。
近
き
者
、商
略
の
中
に
或
い
は
異
同
有
る
も
、大
抵
精
博
通
贍
の
才
に
非
ざ
れ
ば
、以
て
茲
の
選
に
応
ず
る
こ
と
難
し
。
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（
四
）

故
に
当
代
は
、
進
士
登
科
を
以
て
登
龍
門
と
為
し
、
解
褐
す
れ
ば
多
く
清
緊
を
拝
し
、
十
数
年
間
、
迹
を
廟
堂
に
擬
ら
う
（
一
六
）。
軽
薄
者
は
語
り
て
曰
く

「
及
第
せ
る
進
士
、
中
・
黄
郎
を
俯
視
す
。
落
第
せ
る
進
士
は
、
蒲
・
華
の
長
馬
を
揖
す
」
と
。
又
た
云
く
、「
進
士
は
初
め
て
擢
第
せ
ら
る
る
や
、
頭
上
に
七

尺
の
焔
光
あ
り
」
と
。
事
を
好
む
者
は
、其
の
姓
名
を
神
龍
（
七
〇
五
〜
七
〇
七
）
自
り
以
來
玆
の
日
に
迄
る
ま
で
紀
し
、名
づ
け
て
「
進
士
登
科
記
」
と
曰
い
、

亦
た
前
良
を
昭
示
し
、
後
進
を
発
起
す
る
所
以
な
り
（
一
七
）。
余
初
め
て
擢
第
せ
ら
る
る
や
、
太
学
の
諸
人
は
共
に
余
の
姓
名
を
旧
紀
の
末
に
書
く
（
一
八
）。

進
士
の
張
繟
は
、
漢
陽
王
柬
之
の
曾
孫
な
り
、
時
に
初
め
て
落
第
す
る
や
、
両
手
も
て
登
科
記
を
奉
じ
て
之
を
頂
戴
し
、
曰
く
「
此
れ
千
仏
名
経
な
り
」
と
。

其
の
企
羨
す
る
こ
と
此
く
の
如
し
（
一
九
）。

李
右
相
廟
堂
に
在
り
、
進
士
の
王
如
泚
な
る
者
、
妻
の
公
女
は
伎
術
を
以
て
供
奉
し
、
元
宗
は
改
官
を
与
え
ん
と
欲
し
、
拝
謝
し
て
請
い
て
曰
く
、「
臣
の

女
婿
の
王
如
泚
は
、
進
士
の
挙
に
応
ず
、
伏
し
て
望
む
ら
く
は
聖
恩
回
換
し
、
一
及
第
を
与
え
ん
こ
と
を
」
と
。
上
之
を
許
し
、
礼
部
に
付
し
宜
し
く
及
第
を

与
え
る
べ
し
。
侍
郎
の
李
暐
詔
を
以
て
執
政
に
詣
る
。
左
相（
右
相
の
誤
り
）曰
く「
如
泚
の
文
章
は
及
第
に
堪
う
る
や
否
や
？
」暐
曰
く「
与
う
る
も
亦
た
得
、

与
え
ざ
る
も
亦
た
得
る
な
り
」
と
。
左
相
（
右
相
）
曰
く
「
爾
く
の
若
く
ん
ば
、
未
だ
之
に
与
う
る
可
か
ら
ず
。
明
経
・
進
士
は
、
国
家
取
才
の
地
な
り
。
若

し
聖
恩
優
異
な
れ
ば
、
差
し
て
官
を
与
う
る
可
し
。
今
及
第
を
以
て
之
に
与
う
れ
ば
、
将は
た

何
を
以
て
観
ん
！
」
と
。
林
甫
即
ち
自
ら
聞
奏
し
旨
を
取
ら
ん
と
す
。

如
泚
の
賓
朋
は
讌
賀
し
、車
馬
門
に
盈
つ
。
忽
ち
中
書
は
牒
を
礼
部
に
下
し
、「
王
如
泚
は
例
に
依
り
考
試
す
可
し
」と
。
聞
く
者
は
愕
然
と
し
て
失
錯
す（
二
〇
）。

宝
応
二
年
（
七
六
三
）、
楊
綰
は
礼
部
侍
郎
と
為
り
、
奏
す
ら
く
「
挙
人
は
徳
行
を
先
に
せ
ず
、
率
ね
浮
薄
多
し
、
郷
挙
里
選
に
依
ら
ん
こ
と
を
請
う
」
と
。

是
に
於
い
て
、
天
下
に
詔
し
て
秀
才
・
孝
廉
を
挙
げ
し
む
。
而
る
に
考
試
の
章
条
は
漸
く
繁
密
を
加
え
、
徳
行
を
升
進
す
る
に
至
り
て
は
、
未
だ
之
能
わ
ざ
る

な
り
。
其
れ
此
の
科
に
応
ず
る
者
益
ま
す
少
き
に
于
い
て
、
遂
に
之
を
罷
め
、
復
た
明
経
・
進
士
と
為
す
（
二
一
）。

【
註
釈
】

（
一
）
国
の
初
め
、
明
経
は
両
経
に
通
ず
る
…
…
試
み
、
進
士
は
時
務
策
五
道
を
試
み
る　
　
「
国
初
」
は
唐
朝
（
六
一
八
〜
九
〇
七
）
の
は
じ
め
。
周
知
の
よ

う
に
、
官
吏
登
用
の
試
験
制
度
で
あ
る
科
挙
制
は
隋
の
文
帝
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
。
唐
は
隋
の
制
度
を
受
け
継
ぎ
、
科
挙
制
を
実
施
し
た
。
唐
で
科
挙
制
が
始

ま
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
五
代
・
王
定
保
『
唐
摭
言
』
巻
一
・
統
序
科
第
に
、
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始
自
武
徳
辛
巳
歳
四
月
一
日
、
敕
諸
州
学
士
及
早
明
経
及
秀
才
・
俊
士
・
進
士
、
明
于
理
体
、
為
郷
里
所
称
者
、
委
本
県
考
試
、
州
長
重
覆
、
取
其
合
格
、

毎
年
十
月
随
物
入
貢
。
斯
我
唐
貢
士
之
始
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
武
徳
四
年
（
六
二
一
）
と
す
る
。
元
の
馬
端
臨
『
文
献
通
考
』
巻
二
九
・
選
挙
考
二
所
載
の
『
唐
登
科
記
総
目
』（
以
下
、『
唐
登
科
記
総
目
』

と
略
称
）
を
見
る
と
、
武
徳
二
年
、
三
年
、
四
年
と
い
ず
れ
も
「
貢
挙
せ
ず
」
が
続
き
、
武
徳
五
年
（
六
二
二
）
と
な
っ
て
「
秀
才
一
人
・
進
士
四
人
」
と
記

さ
れ
、こ
の
年
よ
り
及
第
し
た
人
数
の
記
載
が
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、唐
は
武
徳
四
年
四
月
に
科
挙
制
の
施
行
を
命
じ
、翌
年
の
武
徳
五
年
よ
り
試
験
が
始
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
試
験
の
内
容
で
あ
る
が
、「
帖
文
」
は
ま
た
帖
経
と
も
い
い
、『
通
典
』
巻
一
五
・
選
挙
典
三
・
歴
代
制
下
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

凡
挙
司
課
試
之
法
、
帖
経
者
、
以
所
習
経
掩
其
両
端
、
中
間
開
唯
一
行
、
裁
紙
為
帖
、
凡
帖
三
字
、
随
時
増
損
、
可
否
不
一
、
或
得
四
・
得
五
・
得
六
者
為
通
。

つ
ま
り
、
帖
経
と
は
、
経
書
の
本
文
に
つ
い
て
、
そ
の
前
後
を
隠
し
て
一
行
だ
け
を
開
き
、
そ
の
一
行
の
う
ち
三
字
を
隠
し
て
、
そ
の
字
を
言
い
当
て
さ
せ
る
。

ま
た
隠
す
文
字
数
は
ふ
つ
う
三
字
で
あ
る
が
、随
時
増
減
が
あ
る
と
い
う
経
書
の
暗
記
能
力
を
問
う
試
験
で
あ
る
。「
墨
策
」は
、秀
才
の「
方
略
策
」や
進
士
の「
時

務
策
」
と
は
異
な
り
、
経
書
の
本
文
に
つ
い
て
そ
の
義
理
の
大
略
を
筆
記
試
験
で
答
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。「
通
二
経
」
と
は
、『
唐
六
典
』
巻
二
・
吏
部
員

外
郎
条
に
、

正
経
有
九
。
礼
記
・
左
伝
為
大
経
、
毛
詩
・
周
礼
・
儀
礼
為
中
経
、
周
易
・
尚
書
・
公
羊
・
穀
梁
為
小
経
。
通
二
経
者
、
一
大
一
小
、
若
両
中
経
。
…
其

孝
経
・
論
語
並
須
兼
習
。【
原
注
：
諸
明
経
試
両
経
、
…
毎
経
十
帖
。】

と
あ
る
よ
う
に
、
大
経
と
小
経
か
ら
各
一
つ
ず
つ
、
あ
る
い
は
中
経
か
ら
二
種
類
の
経
書
を
選
ん
で
試
験
を
受
け
、
さ
ら
に
『
孝
経
』
と
『
論
語
』
も
課
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
選
ん
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
経
書
か
ら
一
〇
カ
所
の
伏
せ
字
を
当
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
秀
才
科
の
「
方
略
策
」
は
、
国
政
の
方
針

を
問
う
論
文
の
試
験
で
あ
り
、
進
士
科
の
「
時
務
策
」
は
、
時
事
問
題
を
問
う
論
文
の
試
験
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、唐
初
に
設
置
さ
れ
た
科
挙
の
科
目
に
つ
い
て
、本
文
は
明
経
・
秀
才
・
進
士
の
三
科
目
を
挙
げ
る
の
み
だ
が
、『
唐
六
典
』
巻
二
・
吏
部
員
外
郎
条
は
、

凡
諸
州
毎
歳
貢
人
、
其
類
有
六
。
一
曰
秀
才
、
二
曰
明
経
、
三
曰
進
士
、
四
曰
明
法
、
五
曰
書
、
六
曰
筭
。

と
あ
る
よ
う
に
六
科
目
を
挙
げ
、
こ
れ
は
『
通
典
』
巻
十
五
選
挙
典
三
・
歴
代
制
下
も
同
じ
で
あ
る
。『
新
唐
書
』
巻
四
四
・
選
挙
志
上
は
さ
ら
に
細
か
く
、「
其
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の
科
の
目
に
、
秀
才
有
り
、
明
経
有
り
、
俊
士
有
り
、
進
士
有
り
、
明
法
有
り
、
明
字
有
り
、
明
算
有
り
、
一
史
有
り
、
三
史
有
り
、
開
元
礼
有
り
、
道
挙
有

り
、
童
子
有
り
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
清
の
王
鳴
盛
『
十
七
史
商
榷
』
巻
八
一
「
取
士
大
要
有
三
」
が
、

其
実
若
秀
才
則
為
優
異
之
科
、
不
常
挙
。
若
俊
才
與
進
士
、
実
同
名
異
。
若
道
挙
、
僅
玄
宗
一
朝
行
之
、
旋
廃
。
若
律
・
書
・
算
学
、
雖
常
行
、
不
見
貴
。

其
余
各
科
不
待
言
。
大
約
終
唐
世
為
常
選
之
最
盛
者
、
不
過
明
経
・
進
士
両
科
而
已
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
唐
人
に
と
っ
て
、
定
期
的
に
試
験
が
行
わ
れ
る
科
目
の
中
で
最
も
尊
重
さ
れ
た
の
が
明
経
科
と
進
士
科
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
経
科
と
進

士
科
の
他
に
、
後
掲
註
（
三
）
に
あ
る
よ
う
に
、
唐
初
で
最
も
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
選
抜
が
厳
し
く
、
永
徽
二
年
（
六
五
一
）
に
停
止
し
た
秀
才
科
を

加
え
た
三
科
目
を
、
封
演
は
代
表
的
な
科
挙
の
試
験
科
目
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
考
功
員
外
、
職
は
考
試
に
当
た
る　
　

考
功
員
外
郎
は
、
尚
書
省
の
六
部
の
一
つ
で
あ
る
吏
部
に
属
す
る
。
六
部
は
そ
れ
ぞ
れ
四
曹
に
分
か
れ
、
そ
の

長
官
を
郎
中
と
い
い
、
次
官
を
員
外
郎
と
い
う
。
人
事
担
当
部
局
で
あ
る
吏
部
に
は
、
吏
部
曹
・
司
封
曹
・
司
勲
曹
・
考
功
曹
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
考

功
曹
は
勤
務
評
定
を
担
当
し
た
。
高
祖
武
徳
年
間
で
は
、
考
功
曹
の
長
官
で
あ
る
考
功
郎
中
が
科
挙
の
中
央
試
験
、
省
試
の
責
任
者
で
あ
っ
た
が
、
太
宗
の
貞

観
年
間
に
な
る
と
、
次
官
で
あ
る
考
功
員
外
郎
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
三
）
其
の
後
、
挙
人
は
方
略
の
科
を
…
…
而
し
て
多
く
明
経
・
進
士
に
趨
る　
　

秀
才
科
に
つ
い
て
は
、『
唐
六
典
』
巻
二
・
吏
部
員
外
郎
条
に
、

其
秀
才
試
方
略
策
五
条
、
文
・
理
俱
高
者
為
上
上
、
文
高
理
平
・
理
高
文
平
者
為
上
中
、
文
・
理
俱
平
者
為
上
下
、
文
・
理
粗
通
為
中
上
、
文
劣
理
滞
為

不
第
。【
原
注
：
此
科
取
人
稍
峻
、
自
貞
観
後
遂
絶
。】

と
あ
り
、『
通
典
』
巻
二
・
選
挙
典
三
・
歴
代
制
下
に
は
、

初
、
秀
才
科
等
最
高
、
試
方
略
策
五
条
、
有
上
上
・
上
中
・
上
下
・
中
上
、
凡
四
等
。
貞
観
中
、
有
挙
而
不
第
者
、
坐
其
州
長
、
由
是
廃
絶
。
…
自
是
士

族
所
趣
嚮
、
唯
明
経
・
進
士
二
科
而
已
。

と
あ
る
。
秀
才
科
が
廃
止
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
本
文
と
『
唐
六
典
』、『
通
典
』
の
記
述
を
合
わ
せ
る
と
、
当
初
、
秀
才
科
が
最
も
重
ん
じ
ら
れ
た
た
め
、

そ
の
選
抜
が
厳
し
く
、
受
験
者
は
お
そ
れ
て
敢
え
て
受
験
せ
ず
、
ま
た
、
推
薦
し
て
も
合
格
で
き
な
か
っ
た
州
の
長
官
は
罰
せ
さ
れ
た
の
で
、
貞
観
年
間
以
降

こ
れ
に
応
ず
る
も
の
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
秀
才
科
が
停
止
さ
れ
た
具
体
的
な
時
期
は
、『
新
唐
書
』
巻
四
四
・
選
挙
志
上
に
よ
る
と
、



『封氏聞見記』訳注（四）

94

（
七
）

高
宗
永
徽
二
年
（
六
五
一
）、
始
停
秀
才
科
。

と
あ
る
。『
唐
登
科
記
総
目
』
に
も
、高
宗
永
徽
元
年
（
六
五
〇
）
に
は
秀
才
に
一
人
の
合
格
者
が
い
る
が
、翌
二
年
に
は
「
其
の
年
始
め
て
秀
才
の
挙
を
停
む
」

と
の
記
述
が
あ
る
。

（
四
）
貞
観
二
十
年
（
六
四
六
）、
王
師
旦
…
…
解
か
れ
、
而
し
て
王
瑾
も
亦
た
成
す
所
無
し　
　
『
唐
会
要
』
巻
七
六
・
貢
挙
中
・
進
士
に
、

（
貞
観
）
二
十
二
年
（
二
十
年
の
誤
り
）
九
月
、
考
功
員
外
郎
王
師
旦
知
挙
、
時
進
士
張
昌
齡
・
王
公
瑾
並
有
俊
才
、
声
振
京
邑
、
而
師
旦
考
其
文
策
全
下
、

挙
朝
不
知
所
以
。
及
奏
等
第
、太
宗
怪
無
昌
齡
等
名
、因
召
師
旦
問
之
。
対
曰
、「
此
輩
誠
有
文
章
、然
其
体
性
軽
薄
、文
章
浮
艷
、必
不
成
令
器
。
臣
若
擢
之
、

恐
後
生
倣
效
、
有
変
陛
下
風
雅
。」
帝
以
為
名
言
、
後
並
如
其
言
。

と
す
る
。
ま
た
、『
新
唐
書
』
巻
二
〇
一
・
文
芸
伝
上
・
張
昌
齡
伝
も
、
本
文
や
『
唐
会
要
』
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
を
載
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
旧
唐
書
』
巻

一
九
〇
・
文
苑
列
伝
上
・
張
昌
齡
伝
に
は
、

張
昌
齡
、
冀
州
南
宮
人
。
弱
冠
以
文
詞
知
名
、
本
州
欲
以
秀
才
挙
之
、
昌
齡
以
時
廃
此
科
已
久
、
固
辞
、
乃
充
進
士
貢
挙
及
第
。
…
…

と
あ
り
、
張
昌
齡
が
進
士
に
及
第
し
た
と
す
る
。
清
の
徐
松
は
、『
旧
唐
書
』
本
伝
で
は
張
昌
齡
が
進
士
及
第
し
た
こ
と
を
明
言
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、『
文
苑

英
華
』
巻
四
九
七
に
も
張
昌
齡
の
対
策
文
を
載
せ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、『
唐
会
要
』
と
『
新
唐
書
』
本
伝
を
誤
り
と
し
、『
旧
唐
書
』
本
伝
に
従
っ
て
、
貞
観

二
〇
年
に
進
士
科
に
及
第
し
た
三
人
の
一
人
と
し
て
張
昌
齡
の
名
前
を
挙
げ
る
。
徐
松
撰
『
登
科
記
考
』
巻
一
・
貞
観
二
十
年
丙
午
条
を
参
照
。
こ
れ
に
対
し

て
、
岑
仲
勉
氏
は
、
本
文
や
「
譚
賓
録
」（『
太
平
広
記
』
巻
一
六
九
所
引
）
と
い
う
唐
人
が
書
い
た
記
事
、『
新
唐
書
』
本
伝
が
、
い
ず
れ
も
張
昌
齡
が
進
士

科
及
第
と
書
い
て
い
な
い
事
、
唐
代
で
は
、
各
地
方
で
実
施
さ
れ
る
郷
試
に
合
格
し
、
中
央
で
行
わ
れ
る
省
試
へ
の
受
験
資
格
を
得
た
受
験
生
（「
郷
貢
進
士
」

と
い
う
）
も
、
進
士
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
事
か
ら
、
必
ず
し
も
張
昌
齡
が
進
士
科
に
及
第
し
た
と
は
断
言
で
き
な
い
と
し
、
ま
た
、『
文
苑
英
華
』
に
は
進

士
科
に
合
格
し
な
か
っ
た
人
物
の
対
策
文
も
載
せ
て
い
る
例
が
あ
る
事
か
ら
、『
文
苑
英
華
』
に
張
昌
齡
の
対
策
文
が
載
っ
て
い
て
も
唐
人
の
旧
説
を
退
け
る

理
由
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
岑
仲
勉
著
『
唐
史
余
瀋
』（
中
華
書
局
上
海
編
輯
所
、一
九
六
〇
年
）
お
よ
び
『
登
科
記
考
訂
補
』（
同
氏
著
、陳
達
超
整
理
『
郎

官
石
柱
題
名
新
考
訂
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
所
収
）
を
参
照
。

　

張
昌
齡
と
共
に
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
「
王
瑾
」
は
、『
唐
会
要
』
で
は
「
王
公
瑾
」、『
冊
府
元
亀
』
巻
六
五
一
貢
挙
部
で
は
「
王
公
理
」、『
新
唐
書
』
張
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昌
齡
伝
で
は
「
王
公
治
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
徐
松
は
「
王
公
瑾
は
即
ち
王
公
治
な
り
、
治
は
避
諱
し
て
理
と
為
し
、
訛
り
て
瑾
と
為
す
の
み
」
と
し
、
王
公

治
が
正
し
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
王
師
旦
は
生
没
年
未
詳
、
徐
松
は
貞
観
二
十
年
か
ら
二
十
三
年
ま
で
の
知
貢
挙
を
王
師
旦
と
す
る
。

（
五
）
龍
翔
（
龍
朔
の
誤
り
）
中
（
六
六
一
〜
六
六
三
）、
…
…
死
を
免ゆ
る

さ
れ
、
除
名
さ
れ
、
梧
州
に
流
さ
る　
　
「
龍
翔
」
は
龍
朔
の
誤
り
。
龍
朔
は
高
宗
期

の
元
号
で
、
西
暦
六
六
一
〜
六
六
三
年
。『
旧
唐
書
』
巻
一
九
〇
上
・
文
苑
列
伝
上
・
董
思
恭
伝
に
は
、

董
思
恭
者
、
蘇
州
呉
人
。
所
著
篇
詠
、
甚
為
時
人
所
重
。
初
為
右
史
、
知
考
功
挙
事
、
坐
預
泄
問
目
、
配
流
嶺
表
而
死
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
五
二
・
帝
王
部
・
明
罰
門
・
高
宗
龍
朔
三
年
四
月
壬
辰
条
に
も
、

龍
朔
三
年
（
六
六
三
）
四
月
壬
辰
、
右
史
董
思
恭
以
知
考
功
貢
挙
事
、
預
売
策
問
受
贓
、
帝
令
於
朝
堂
斬
之
。
百
僚
畢
集
、
帝
使
謂
之
曰
、「
…
董
思
恭

売
策
問
取
銭
物
、
悉
已
捜
獲
、
乱
我
憲
章
、
蠧
害
特
甚
、
事
須
以
殺
止
殺
、
懲
警
後
来
。
公
等
宜
看
決
思
恭
、
與
衆
共
棄
。」
…
…
思
恭
臨
刑
告
変
、
免
死
、

長
流
嶺
表
。

と
あ
り
、
本
文
と
こ
れ
ら
二
つ
の
記
事
と
を
合
わ
せ
る
と
、
董
思
恭
は
進
士
科
の
策
問
を
漏
洩
し
た
こ
と
を
摘
発
さ
れ
、
そ
の
罪
に
よ
り
朝
堂
で
処
刑
さ
れ
る

と
こ
ろ
を
、
謀
反
を
告
発
し
た
た
め
、
梧
州
に
配
流
さ
れ
、
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
本
文
の
「
龍
朔
中
」
は
、『
冊
府
元
亀
』
巻
一
五
二
の
記
事
に
よ
り
、

具
体
的
に
は
龍
朔
三
年
四
月
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。『
唐
登
科
記
総
目
』
を
見
る
と
、
龍
朔
三
年
は
「
貢
挙
せ
ず
」
と
な
っ
て
お
り
、
岑
仲
勉
氏
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、董
思
恭
の
漏
洩
事
件
に
よ
り
、こ
の
年
の
進
士
科
の
試
験
は
中
止
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、徐
松
が
『
登
科
記
考
』
巻
二
・
麟
徳
二
年
（
六
六
五
）

条
の
「
進
士
並
び
に
落
下
す
」
に
こ
の
記
事
を
注
記
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
岑
氏
前
掲
『
登
科
記
考
訂
補
』
を
参
照
。

　

ま
た
、
董
思
恭
の
官
職
が
、
本
文
で
は
「
左
史
」
と
な
っ
て
い
る
が
、『
旧
唐
書
』
董
思
恭
伝
で
は
「
右
史
」
と
な
っ
て
い
る
。『
冊
府
元
亀
』
巻
一
五
二
の

記
事
も
「
右
史
」
と
な
っ
て
お
り
、お
そ
ら
く
「
右
史
」
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。「
右
史
」
と
は
、皇
帝
の
意
を
受
け
詔
勅
を
起
草
す
る
中
書
舎
人
の
こ
と
で
、

中
書
舎
人
は
龍
朔
二
年
よ
り
咸
亨
元
年
（
六
七
〇
）
ま
で
右
史
と
名
称
が
改
め
ら
れ
て
い
た
。

（
六
）
開
耀
元
年
（
六
八
一
）、
員
外
郎
劉
思
立
…
…
小
経
を
帖
す
る
を
加
え
ん
こ
と
を
請
う　
　

劉
思
立
（
？
〜
六
八
二
）
は
宋
州
寧
陵
の
人
。
高
宗
期
に
侍

御
史
と
考
功
員
外
郎
を
歴
任
。『
唐
会
要
』
巻
七
六
・
貢
挙
中
・
進
士
に
よ
る
と
、

調
露
二
年
（
六
八
〇
）
四
月
、
劉
思
立
除
考
功
員
外
郎
。
先
時
、
進
士
但
試
策
而
已
、
思
立
以
其
庸
浅
、
奏
請
帖
経
、
及
雑
文
。
自
後
因
以
為
常
式
。
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と
あ
り
、
同
書
巻
七
五
・
貢
挙
上
・
帖
経
条
例
に
は
、

永
隆
二
年
（
六
八
一
）
八
月
敕
、「
如
聞
明
経
射
策
、
不
読
正
経
、
抄
撮
義
条
、
纔
有
数
巻
。
進
士
不
尋
史
籍
、
惟
誦
文
策
、
銓
綜
芸
能
、
遂
無
優
劣
。

自
今
已
後
、
明
経
毎
経
帖
十
得
六
已
上
者
、
進
士
試
雑
文
両
首
識
文
律
者
、
然
後
令
試
策
。
…
即
為
常
式
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
進
士
科
の
試
験
が
時
務
策
だ
け
だ
っ
た
の
を
、
劉
思
立
は
調
露
二
年
に
帖
経
と
雑
文
も
加
え
る
よ
う
建
議
し
た
と
こ
ろ
、
翌
年
の
永
隆
二
年

よ
り
施
行
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
本
文
で
は
、
劉
思
立
が
建
議
し
た
の
が
「
開
耀
元
年
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
開
耀
元
年
」
は
永
隆
二
年
九
月
に
改

元
し
た
時
の
元
号
で
あ
り
、
間
違
い
で
あ
る
。

　

進
士
科
は
こ
れ
よ
り
帖
経
・
雑
文
・
時
務
策
の
試
験
と
な
る
が
、
こ
の
「
雑
文
」
の
試
験
に
つ
い
て
、
徐
松
『
登
科
記
考
』
巻
二
・
永
隆
二
年
辛
巳
条
に
次

の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

按
雑
文
両
首
、
謂
箴
銘
論
表
之
類
。
開
元
間
、
始
以
賦
居
其
一
、
或
以
詩
居
其
一
、
亦
有
全
用
詩
賦
者
、
非
定
制
也
。
雑
文
之
専
用
詩
賦
、
当
在
天
宝
之
季
。

す
な
わ
ち
、
雑
文
は
、
は
じ
め
箴
・
銘
・
論
・
表
・
詩
・
賦
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
の
作
文
が
出
題
さ
れ
、
こ
れ
が
詩
賦
に
固
定
化
さ
れ
た
の
は
天
宝
年

間
で
あ
る
と
い
う
。
傅
璇
琮
著
『
唐
代
科
挙
與
文
学
』（
陝
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）「
第
七
章　

進
士
考
試
與
及
第
」
一
六
四
〜
一
七
〇
頁
参
照
。

（
七
）
元
宗
（
玄
宗
）
の
時
、
士
子
殷
盛
な
り
、
毎
歳
進
士
の
省
に
到
る
者
、
常
に
千
余
人
を
減
ぜ
ず　
　
「
元
宗
」
と
は
、
唐
の
第
六
代
玄
宗
李
隆
基
（
在
位

七
一
二
〜
七
五
六
）
の
こ
と
。
本
文
で
「
玄
宗
」
を
「
元
宗
」
と
し
て
い
る
の
は
、「
玄
」
が
清
の
康
熙
帝
の
諱
に
あ
た
り
、「
元
」
で
代
用
さ
せ
た
た
め
で
あ

る
。
進
士
科
の
受
験
者
数
に
つ
い
て
、『
通
典
』
巻
一
三
・
選
挙
典
三
・
歴
代
制
下
に
も
、

其
進
士
大
抵
千
人
、
得
第
者
百
一
二
。
明
経
倍
之
、
得
第
者
十
一
二
。
…

と
あ
る
。
た
だ
、『
通
典
』
は
進
士
科
の
受
験
者
の
総
数
を
「
大
抵
千
人
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
文
は
「
毎
歳
進
士
の
省
に
到
る
者
」
が
、
次
の
「
在

館
の
諸
生
、
更
ご
も
相
ひ
造
詣
し
…
」
以
下
の
文
章
と
も
繋
が
る
こ
と
か
ら
、
本
文
は
各
地
方
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
受
験
者
で
あ
る
郷
貢
進
士
の
人
数
の
み
を

指
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
八
）
在
館
の
諸
生
、
更
ご
も
相
い
造
詣
し
…
…
之
を
以
て
主
司
の
視
聴
を
熒
惑
す　
　
「
在
館
の
諸
生
」
と
は
、
中
央
に
置
か
れ
た
「
六
学
二
館
」
と
呼
ば
れ

る
国
立
学
校
で
学
ぶ
生
徒
の
こ
と
。『
唐
六
典
』
や
『
新
唐
書
』
巻
四
四
・
選
挙
志
上
に
よ
れ
ば
、「
六
学
」
と
は
、
国
子
学
・
太
学
・
四
門
学
・
書
学
・
算
学
・
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律
学
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
国
子
監
に
属
す
が
、
そ
の
中
の
国
子
学
・
太
学
・
四
門
学
で
は
皆
儒
学
を
学
び
、
書
学
・
算
学
・
律
学
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
技
能

を
学
ぶ
。
国
子
学
に
入
学
で
き
る
の
は
三
品
以
上
の
高
級
官
僚
の
子
弟
に
限
ら
れ
、
太
学
は
五
品
以
上
、
四
門
学
は
七
品
以
上
の
子
弟
の
入
学
を
原
則
と
す
る
。

ま
た
「
二
館
」
と
は
門
下
省
所
属
の
弘
文
館
と
東
宮
所
属
の
崇
文
館
で
あ
り
、
国
子
学
と
同
じ
く
儒
学
を
学
ぶ
。
こ
こ
に
は
皇
族
や
外
戚
、
功
臣
及
び
三
品
以

上
の
高
級
官
僚
の
子
弟
で
な
け
れ
ば
入
学
で
き
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
生
徒
で
、
修
業
年
限
を
終
え
た
後
に
出
仕
任
官
を
希
望
す
る
者
が
い
れ
ば
、
ま
ず

国
子
監
が
主
催
す
る
試
験
（「
簡
試
」
と
い
う
）
を
受
け
、
合
格
す
る
と
、
尚
書
省
が
実
施
す
る
省
試
の
受
験
資
格
を
得
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
学
館
」
出

身
の
他
に
省
試
を
受
験
で
き
た
の
は
、各
州
や
県
で
行
わ
れ
る
試
験
の
合
格
者
か
ら
優
秀
者
を
選
抜
し
、中
央
に
推
薦
さ
れ
た
「
郷
貢
」
で
あ
っ
た
。『
唐
摭
言
』

巻
一
「
両
監
」
に
、

開
元
已
前
、
進
士
不
由
両
監
者
、
深
以
為
恥
。

と
あ
る
よ
う
に
、
開
元
年
間
以
前
で
は
、
進
士
科
は
「
両
監
」、
す
な
わ
ち
「
西
監
」
西
京
長
安
の
国
子
監
と
「
東
監
」
東
都
洛
陽
の
国
子
監
そ
れ
ぞ
れ
の
試

験
を
経
た
も
の
、
要
す
る
に
学
館
出
身
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
郷
貢
出
身
者
が
増
え
、
科
挙
試
験
の
競
争
が
激
し
く
な

る
と
、
受
験
者
に
よ
る
省
試
の
試
験
前
の
請
願
運
動
が
活
発
と
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
宋
代
以
降
と
異
な
り
、
唐
代
で
は
、
知
貢
挙
は
受
験
者
に
つ
い
て
事

前
に
得
た
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
人
物
の
詩
文
、
世
間
の
評
判
、
有
力
者
の
推
薦
な
ど
を
考
慮
し
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
判
定
し
た
。
そ
こ
で

受
験
生
は
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
一
方
で
知
貢
挙
に
自
分
の
書
い
た
詩
文
を
届
け
て
読
ん
で
も
ら
い
（「
行
巻
」
ま
た
は
「
投
巻
」
と
い
う
）、
他
方
で
高
官
た
ち

に
も
自
分
の
作
品
を
届
け
て
読
ん
で
も
ら
い
（「
求
知
己
」
と
い
う
）、
な
ん
と
か
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
て
（「
関
節
」
と
い
う
）、
知
貢
挙
へ
の
働
き
か
け
を

請
願
し
た
の
で
あ
る
。
本
文
に
よ
れ
ば
、
学
館
で
学
ぶ
生
徒
は
、
郷
貢
出
身
者
と
互
い
に
結
び
つ
い
て
「
棚
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
そ
の
中
で
名
声
の

高
い
も
の
を
「
棚
頭
」
と
呼
ば
れ
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
、
高
官
や
有
力
者
の
所
を
回
っ
て
関
係
を
つ
け
、
試
験
官
の
判
断
を
惑
わ
せ
た
と
い
う
。
段
成
式
『
酉
陽

雑
俎
』
続
集
巻
四
「
貶
誤
」
に
は
、
玄
宗
期
の
天
宝
年
間
に
、

天
宝
中
、
進
士
有
東
西
棚
、
各
有
声
勢
。

と
あ
り
、
進
士
科
受
験
生
に
は
東
西
二
つ
の
棚
が
あ
っ
た
と
い
う
。
李
肇
『
唐
国
史
補
』
巻
下
に
は
、
受
験
生
の
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
に
つ
い
て
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。
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天
宝
中
、
則
有
劉
長
卿
・
袁
成
用
分
為
朋
頭
、
是
時
常
重
東
府
西
監
。
…

　

ま
た
、
後
の
徳
宗
の
貞
元
年
間
に
な
っ
て
も
、『
旧
唐
書
』
巻
一
四
七
・
高
郢
伝
に
、

…
凡
九
歳
、
拝
礼
部
侍
郎
。
時
応
進
士
挙
者
、
多
務
朋
游
、
馳
逐
声
名
。
毎
歳
冬
、
州
府
薦
送
後
、
唯
追
奉
讌
集
罕
肄
其
業
。

と
あ
り
、
上
京
し
て
き
た
受
験
生
の
多
く
が
学
業
そ
っ
ち
の
け
で
、
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
名
声
を
挙
げ
る
こ
と
ば
か
り
熱
心
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
進

士
科
受
験
生
が
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
知
貢
挙
や
有
力
者
へ
の
請
願
に
狂
奔
す
る
風
潮
は
、
唐
末
ま
で
続
い
た
。

（
九
）
其
の
第
せ
ざ
る
者
は
、
率
ね
…
…
侍
郎
姚
英
（
奕
）、
頗
る
綱
紀
を
振
る
う　
　

前
述
し
た
よ
う
に
、
唐
代
で
は
、
省
試
の
責
任
者
た
る
知
貢
挙
を
吏
部

の
考
功
員
外
郎
が
担
当
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
開
元
二
十
四
年
（
七
三
六
）
に
、
考
功
員
外
郎
の
李
昂
が
、
郷
貢
進
士
の
李
権
と
議
論
を
し
て
や
り
こ
め
ら

れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、『
唐
会
要
』
巻
五
九
・
尚
書
省
諸
司
下
・
礼
部
侍
郎
に
、

開
元
二
十
四
年
三
月
十
二
日
、
以
考
功
員
外
郎
李
昂
為
挙
人
所
訟
、
乃
下
詔
曰
「
毎
歳
挙
人
、
頃
年
以
来
、
惟
考
功
郎
所
職
。
位
軽
務
重
、
名
実
不
倫
。

欲
尽
委
長
官
、
又
銓
選
委
積
。
但
六
官
之
例
、
体
国
是
同
、
況
宗
伯
掌
礼
、
宜
主
賓
薦
。
自
今
以
後
、
毎
年
諸
色
挙
人
及
斎
郎
等
簡
試
、
並
於
礼
部
集
、

既
衆
務
煩
雑
、
仍
委
侍
郎
専
知
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
玄
宗
は
考
功
員
外
郎
で
は
貫
禄
が
足
り
な
い
と
考
え
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
科
挙
の
担
当
を
吏
部
か
ら
礼
部
に
移
し
、
知
貢
挙
は
次
官
ク
ラ

ス
の
礼
部
侍
郎
に
担
当
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

考
功
員
外
郎
の
李
昂
と
郷
貢
進
士
の
李
権
と
の
口
論
は
、『
大
唐
新
語
』
巻
一
〇
・
釐
革
や
『
唐
摭
言
』
巻
一
「
進
士
帰
礼
部
」
に
そ
の
時
の
や
り
と
り
が

記
さ
れ
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合
で
こ
こ
に
全
文
を
引
用
し
な
い
が
、『
唐
摭
言
』
巻
一
「
進
士
帰
礼
部
」
に
よ
れ
ば
、

開
元
二
十
四
年
、
李
昂
員
外
、
性
剛
急
、
不
容
物
、
以
挙
人
皆
飾
名
求
称
、
揺
蕩
主
司
、
談
毀
失
実
、
窃
病
之
而
将
革
焉
。
集
進
士
、
與
之
約
曰
「
文
之

美
悪
、
悉
知
之
矣
。
考
校
取
舎
、
存
乎
至
公
、
如
有
請
託
於
時
、
求
声
於
人
者
、
当
首
落
之
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
李
昂
は
、
受
験
生
が
前
掲
註
（
八
）
に
あ
る
よ
う
な
受
験
前
の
請
願
運
動
を
さ
か
ん
に
行
っ
て
い
る
こ
と

を
大
変
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

姚
奕
は
、
生
没
年
未
詳
。「
開
元
の
治
」
の
中
心
人
物
と
し
て
玄
宗
を
補
佐
し
た
宰
相
の
姚
崇
（
六
五
〇
〜
七
二
一
）
の
子
。
開
元
末
に
礼
部
侍
郎
、
尚
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（
一
二
）

書
右
丞
と
な
っ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
九
六
・『
新
唐
書
』
巻
一
二
四
の
姚
崇
伝
を
参
照
。『
唐
語
林
』
巻
八
に
よ
れ
ば
、
姚
奕
が
知
貢
挙
と
な
っ
た
の
は
開
元

二
十
四
年
、
二
十
五
年
と
す
る
が
、
徐
松
『
登
科
記
考
』
巻
一
は
開
元
二
十
五
年
、
二
十
六
年
と
す
る
。
姚
奕
が
「
頗
る
綱
紀
を
振
る
」
っ
た
内
容
に
つ
い
て

は
、
次
の
註
（
一
〇
）
を
参
照
。

（
一
〇
）
其
の
後
、
明
経
は
墨
策
を
停
め
、
…
…
六
（
大
の
誤
り
）
経
を
帖
し
、
論
語
を
加
う　
　
『
唐
会
要
』
巻
七
五
・
貢
挙
上
・
帖
経
条
例
に
、

（
開
元
）
二
十
五
年
（
七
三
七
）
二
月
敕
「
今
之
明
経
・
進
士
、
則
古
之
孝
廉
・
秀
才
。
近
日
以
来
、
殊
乖
本
意
、
進
士
以
声
律
為
学
、
多
昧
古
今
。
明

経
以
帖
誦
為
功
、
罕
窮
旨
趣
、
安
得
為
敦
本
復
古
、
経
明
行
修
？
以
此
登
科
、
非
選
士
取
賢
之
道
。
其
明
経
自
今
以
後
、
毎
経
宜
帖
十
、
取
通
五
已
上
。

免
旧
試
一
帖
、
仍
按
問
大
義
十
条
、
取
通
六
已
上
。
免
試
経
策
十
条
、
令
答
時
務
策
三
道
、
取
粗
有
文
理
者
、
与
及
第
。
其
進
士
宜
停
小
経
、
准
明
経
帖

大
経
十
帖
、
取
通
四
已
上
、
然
後
准
例
試
雑
文
及
第
者
、
通
与
及
第
。
其
明
経
中
有
明
五
経
已
上
、
試
無
不
通
者
、
進
士
中
兼
有
精
通
一
史
、
能
試
策
十

条
得
六
已
上
者
、
委
所
司
奏
聴
進
止
。
其
応
試
進
士
等
唱
第
訖
、
具
所
試
雑
文
及
策
、
送
中
書
門
下
詳
覆
。
其
所
問
明
経
大
義
日
、
須
対
同
挙
人
考
試
。

応
能
否
共
知
、
取
舎
無
愧
、
有
功
者
達
、
可
不
勉
歟
！
」【
原
注
：
此
詔
因
姚
奕
奏
。】

と
あ
り
、
開
元
二
十
五
年
よ
り
明
経
科
と
進
士
科
の
試
験
内
容
の
改
革
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
原
注
に
「
此
れ
が
詔
は
姚
奕
の
奏
に
因
る
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
が
礼
部
侍
郎
で
知
貢
挙
だ
っ
た
姚
奕
の
上
奏
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
本
文
で
は
、
進
士
科
は
従
来
か
ら
の
時
務
策
に
加
え
て
、

大
経
と
『
論
語
』
の
帖
経
の
試
験
も
行
わ
れ
た
と
あ
る
が
、『
通
典
』
巻
一
五
・
選
挙
典
三
・
歴
代
制
下
に
は
、

…
進
士
所
試
一
大
経
及
爾
雅
、【
原
注
：
旧
制
、
帖
一
小
経
幷
注
。
開
元
二
十
五
年
、
改
帖
大
経
、
其
爾
雅
亦
幷
帖
注
。】

と
あ
り
、『
爾
雅
』
を
挙
げ
て
い
る
。

（
一
一
）
是
れ
自
り
、
挙
司
に
多
く
聱
牙
…
…
進
士
は
帖
経
を
以
て
大
と
為
す　
　

科
挙
試
験
の
受
験
者
が
増
加
す
る
こ
と
に
伴
い
、
帖
経
の
試
験
で
も
受
験

生
の
差
を
つ
け
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
。『
通
典
』
巻
一
五
・
選
挙
典
三
・
歴
代
制
下
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

後
挙
人
積
多
、
故
其
法
益
難
、
務
欲
落
之
、
至
有
帖
孤
章
絶
句
、
疑
似
参
互
者
以
惑
之
。
甚
者
、
或
上
抵
其
注
、
下
余
一
二
字
、
使
尋
之
難
知
、
謂
之
「
倒

抜
」。
既
甚
難
矣
、
而
挙
人
則
有
駆
聯
弧
絶
・
索
幽
隠
為
詩
賦
而
誦
習
之
、
不
過
十
数
篇
、
則
難
者
悉
詳
矣
。
其
於
平
文
大
義
、
或
多
牆
面
焉
。

の
ち
に
受
験
者
が
増
え
た
の
で
、
だ
ん
だ
ん
難
し
く
な
り
、
で
き
る
だ
け
落
と
そ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
孤
立
し
た
章
句
や
、
ま
ぎ
ら
わ
し
い
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一
三
）

所
を
伏
せ
て
惑
わ
せ
る
。
あ
る
い
は
、
上
は
注
の
部
分
に
続
き
、
下
は
一
、二
字
し
か
残
っ
て
い
な
い
所
を
選
ん
で
分
か
り
に
く
く
し
た
の
を
「
倒
抜
」
と
言
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
難
し
く
な
る
と
、
受
験
生
も
、
孤
絶
し
た
と
こ
ろ
・
分
か
り
に
く
い
所
を
抜
き
出
し
て
暗
誦
し
、
十
数
篇
ば
か
り
で
、
難
し
い
所
は
ほ
と
ん

ど
詳
し
く
な
る
。
し
か
し
、平
易
な
文
章
の
内
容
に
つ
い
て
は
、ほ
と
ん
ど
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
。「
聱
牙
」
は
語
句
や
文
章
が
ご
つ
ご
つ
し
て
い
て
、

理
解
し
に
く
い
こ
と
。

（
一
二
）
天
宝
の
初
め
、
達
奚
珣
・
李
厳
（
巌
の
誤
り
）、
相
い
次
い
で
貢
挙
を
知
す　
　
『
唐
語
林
』
巻
八
・
補
遺
に
よ
る
と
、
達
奚
珣
（
？
〜
七
五
七
）
が

知
貢
挙
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
天
宝
二
年
・
三
載
・
四
載
・
五
載
で
あ
り
、
こ
の
時
は
礼
部
侍
郎
で
は
な
く
中
書
舎
人
で
あ
っ
た
。
李
巌
（
生
没
年
不
詳
）
が

知
貢
挙
を
務
め
て
い
た
の
は
、
天
宝
六
載
・
七
載
・
八
載
で
あ
る
。

（
一
三
）
進
士
の
文
名
高
く
し
て
帖
落
す
る
者
、
時
に
試
時
放
過
と
謂
い
、
之
を
贖
帖
と
謂
う　
　
『
唐
語
林
』
巻
八
に
は
、
本
文
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
条

文
が
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
、

進
士
声
名
高
而
帖
落
者
、
時
或
試
詩
放
過

0

0

0

0

0

0

、
謂
之
贖
帖
。

と
あ
り
、
本
文
の
「
時
に
試
時
放
過
と
謂
い
」
に
当
た
る
部
分
を
「
時
に
或
い
は
詩
を
試
み
放
過
せ
ら
る
」
と
訓
読
し
、「
進
士
で
名
声
が
高
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
帖
経
の
試
験
に
落
ち
た
者
は
、
い
つ
も
詩
を
作
る
こ
と
で
許
さ
れ
た
。
こ
れ
を
「
贖
帖
」
と
い
う
」
と
訳
せ
て
文
意
が
通
じ
る
。
本
文
の
「
時
謂
試
時
放

過
」
は
『
唐
語
林
』
の
傍
点
部
分
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
一
四
）
十
一
年
（
七
五
二
）、楊
国
忠
初
め
て
…
…
試
み
、仍
お
前
後
一
行
開
く
と　
　

楊
国
忠
（
？
〜
七
五
六
）
は
、唐
の
玄
宗
期
の
権
臣
。
蒲
州
永
楽
（
現

在
の
山
西
省
芮
城
県
）
の
人
。
本
名
は
釗
と
い
い
、
国
忠
は
玄
宗
か
ら
賜
っ
た
名
。
楊
貴
妃
と
は
再
従
兄
に
あ
た
る
。
は
じ
め
は
宰
相
の
李
林
甫
と
結
び
出
世

を
図
っ
た
が
、
李
林
甫
が
死
ぬ
と
宰
相
と
な
り
、
李
林
甫
一
派
を
排
除
し
て
実
権
を
握
っ
た
。
安
禄
山
と
対
立
し
、
安
史
の
乱
を
誘
発
し
た
。
天
宝
十
一
載

十
一
月
に
楊
国
忠
は
右
相
兼
文
部
尚
書
と
な
っ
た
。
こ
の
年
に
吏
部
の
名
称
を
文
部
に
改
め
た
の
で
、「
楊
国
忠
初
め
て
選
事
を
知
す
」
と
は
文
部
尚
書
に
な
っ

た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、『
唐
語
林
』
巻
八
・
補
遺
に
よ
る
と
、天
宝
十
一
載
に
知
貢
挙
と
な
っ
て
い
る
の
は
李
麟
で
あ
り
、さ
ら
に
『
冊

府
元
亀
』
巻
六
四
〇
・
貢
挙
部
二
・
条
制
門
二
に
、

（
天
宝
十
一
載
）
十
二
月
、
敕
、「
礼
部
挙
人
、
比
来
試
人
、
頗
非
允
当
。
帖
経
首
尾
、
不
出
前
後
復
取
「
者
・
也
・
之
・
乎
」、
頗
相
類
之
処
下
帖
。
為
弊
已
久
、
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須
有
釐
革
。」
礼
部
起
請
、
毎
帖
前
後
、
各
出
一
行
相
類
之
処
、
並
不
須
帖
。
是
載
、
礼
部
侍
郎
陽
浚
始
開
為
三
行
。【
原
注
：
不
得
帖
断
絶
疑
似
之
言
也
。】

…
…

と
あ
り
、
十
二
月
の
時
点
で
は
陽
浚
が
知
貢
挙
と
な
っ
て
い
る
。

（
一
五
）
是
の
歳
、人
を
收
む
る
に
、常
歳
に
倍
す
る
有
り　
　
「
是
の
歳
」
と
は
、帖
経
の
試
験
方
法
が
変
更
に
な
っ
た
後
で
あ
る
か
ら
、天
宝
十
二
載
（
七
五
三
）

に
あ
た
る
。『
唐
登
科
記
総
目
』
で
そ
の
前
後
の
進
士
科
の
合
格
者
数
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
、
天
宝
十
二
載
の
合
格
者
は
そ
の
前
後
の
年
に
比

べ
て
二
倍
の
人
数
と
な
っ
て
い
る
。

十
載　

進
士
二
十
人

十
一
載　

進
士
二
十
六
人

十
二
載　

進
士
五
十
六
人

十
三
載　

進
士
三
十
五
人

十
四
載　

進
士
二
十
四
人

（
一
六
）
故
に
当
代
は
、進
士
登
科
を
以
て
…
…
十
数
年
間
、迹
を
廟
堂
に
擬
う　
　

玄
宗
の
開
元
年
間
以
降
、進
士
科
が
特
に
重
視
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
通
典
』
巻
一
五
・
選
挙
典
三
・
歴
代
制
下
に
も
、
封
演
と
ほ
ぼ
同
時
代
人
の
沈
既
済
に
よ
る
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

礼
部
員
外
郎
沈
既
済
曰
「
…
…
以
至
於
開
元
・
天
宝
之
中
、
…
…
是
以
進
士
為
士
林
華
選
、
四
方
観
聴
、
希
其
風
采
、
毎
歳
得
第
之
人
、
不
浹
辰
而
周
聞

天
下
。
故
忠
賢
雋
彦
韞
才
毓
行
者
、
咸
出
於
是
、
而
桀
姦
無
良
者
或
有
焉
。
故
是
非
相
陵
、
毀
称
相
騰
、
或
扇
結
鉤
党
、
私
為
盟
歃
、
以
取
科
第
、
而
声

名
動
天
下
。
或
鉤
摭
隠
匿
、
嘲
為
篇
詠
、
以
列
於
道
路
、
迭
相
談
訾
、
無
所
不
至
焉
。」

（
一
七
）
事
を
好
む
者
は
、
其
の
姓
名
を
神
龍
…
…
昭
示
し
、
後
進
を
発
起
す
る
所
以
な
り　
　

神
龍
は
高
宗
期
の
年
号
、
西
暦
七
〇
五
〜
七
〇
七
年
。
唐
人

が
編
纂
し
た
登
科
記
は
、
宋
の
王
応
麟
撰
『
玉
海
』
巻
一
一
五
・
選
挙
に
引
く
姚
康
『
科
第
録
』
十
六
巻
の
注
に
、「
長
慶
二
年
（
八
二
一
）
五
月
十
二
日
序

し
て
曰
く
、『
武
徳
自
り
已
来
、
登
科
名
氏
の
編
紀
は
、
凡
そ
十
余
家
あ
る
も
、
皆
備
具
せ
ず
』」
と
あ
る
よ
う
に
、
長
慶
二
年
以
前
に
は
十
数
種
類
あ
っ
た
。

し
か
も
、
唐
・
裴
庭
裕
撰
『
東
観
奏
記
』
巻
上
に
よ
れ
ば
、
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一
五
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上
（
宣
宗
）
雅
尚
文
学
、
聴
政
之
暇
、
常
賦
詩
、
尤
重
科
名
。
大
中
十
年
（
八
五
六
）、
鄭
顥
知
挙
後
、
上
宣
索
科
名
記
。
顥
表
曰
、「
自
武
徳
已
後
、
便

有
進
士
諸
科
。
…
所
伝
前
代
姓
名
、
皆
是
私
家
記
録
。
…

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
個
人
で
編
纂
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、『
新
唐
書
』
巻
五
八
・
芸
文
志
二
に
は
、
崔
氏
『
唐
顕
慶
登
科
記
』
五
巻

【
原
注
：
失
名
】、
姚
康
『
科
第
録
』
十
六
巻
【
原
注
：
字
汝
諧
、
南
仲
孫
也
。
兵
部
郎
中
、
金
吾
将
軍
。】、
李
弈
『
唐
登
科
記
』
二
巻
の
三
種
類
を
挙
げ
る
の

み
で
あ
る
。
本
文
で
言
及
す
る
「
登
科
記
」
は
、神
龍
年
間
よ
り
進
士
及
第
者
の
姓
名
を
記
し
た
も
の
と
あ
り
、後
世
に
残
ら
な
か
っ
た
十
余
種
類
の
一
つ
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
傅
璇
琮
氏
は
、『
玉
海
』
巻
一
一
五
・
選
挙
が
引
用
す
る
『
中
興
書
目
』
の
『
崔
氏
登
科
記
』
一
巻
の
注
に
「
貞
元
十
七
年
三

月
丁
亥
、
校
書
郎
趙
傪
序
し
て
曰
く
…
」
と
あ
る
趙
傪
の
序
が
、『
文
苑
英
華
』
巻
七
三
八
に
あ
る
趙
傪
「
李
奕
登
科
記
序
」
や
『
全
唐
文
』
巻
五
三
六
の
李

奕
「
登
科
記
序
」
と
、
作
者
や
題
名
が
誤
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
趙
傪
の
序
に
、
崔
氏
の
編
纂
し
た
『
顕
慶
登
科
記
』
は
高
祖

の
武
徳
年
間
よ
り
徳
宗
の
貞
元
年
間
ま
で
の
進
士
及
第
者
の
姓
名
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
記
す
こ
と
か
ら
、「
顕
慶
」
は
高
宗
期
の
年
号
で
は
あ
る
も
の
の
、

崔
氏
の
い
う
「
顕
慶
」
が
果
た
し
て
年
号
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
広
く
「
喜
ば
し
い
、
め
で
た
い
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
る
の
か
分
か
ら

な
い
と
い
う
。
傅
璇
琮
氏
前
掲
書
、
第
一
章
「
材
料
叙
説
；
唐
登
科
記
孝
策
」
三
〜
一
四
頁
参
照
。

（
一
八
）
余
初
め
て
擢
第
せ
ら
る
る
や
、
太
学
の
諸
人
は
共
に
余
の
姓
名
を
旧
紀
の
末
に
書
く　
　

本
文
の
著
者
の
封
演
は
、
本
書
巻
二
・
石
経
条
に
「
天
宝
中
、

予
は
太
学
に
在
り
、
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
宝
年
間
に
太
学
で
学
ん
で
い
た
が
、『
新
唐
書
』
巻
五
六
・
芸
文
志
二
に
は
、

封
演
『
古
今
年
号
録
』
一
巻
【
原
注
：
天
宝
末
進
士
第
】

と
あ
り
、
徐
松
『
登
科
記
考
』
巻
一
は
、
こ
れ
を
も
と
に
封
演
を
天
宝
十
五
載
（
七
五
六
）
に
進
士
及
第
と
す
る
。

（
一
九
）
進
士
の
張
繟
は
、漢
陽
王
柬
之
の
…
…
企
羨
す
る
こ
と
此
く
の
如
し　
　
「
漢
陽
王
柬
之
」
は
張
柬
之
（
六
二
五
〜
七
〇
六
年
）
の
こ
と
。
張
柬
之
は
、

襄
州
襄
陽
（
現
在
の
湖
北
省
）
の
人
で
、
字
は
孟
将
。
則
天
武
后
が
病
床
に
就
く
と
、
神
龍
元
年
（
七
〇
五
）
正
月
に
張
柬
之
は
崔
玄
暐
、
桓
玄
範
ら
と
共
に
、

兵
を
発
し
て
武
后
の
寵
愛
を
う
け
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
張
易
之
・
昌
宗
兄
弟
を
斬
り
、
武
后
に
退
位
を
せ
ま
り
、
中
宗
を
復
位
さ
せ
た
。
こ
の
功
に
よ
り
、

漢
陽
郡
公
に
封
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
に
漢
陽
郡
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
武
三
思
と
対
立
し
て
失
脚
し
た
。『
新
唐
書
』
巻
七
二
下
・
宰
相
世
系
表
下
は
、
張

繟
の
名
を
「
纁
」
と
し
て
い
る
。
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唐
代
で
は
、
多
く
の
仏
名
を
羅
列
し
、
こ
れ
を
読
誦
し
礼
拝
す
る
こ
と
で
、
滅
罪
等
の
功
徳
を
得
ら
れ
る
仏
名
経
典
が
広
く
普
及
し
、
こ
れ
ら
の
経
典
を
用

い
た
宗
教
儀
則
、
法
会
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
「
千
仏
名
経
」
と
あ
る
の
は
、『
現
在
賢
却
千
仏
名
経
』
か
も
し
れ
な
い
。

（
二
〇
）
李
右
相
廟
堂
に
在
り
、進
士
の
…
…
聞
く
者
は
愕
然
と
し
て
失
錯
す　
　
「
李
右
相
」
と
は
、李
林
甫
の
こ
と
。
天
宝
元
年
（
七
四
二
）、侍
中
を
左
相
に
、

中
書
令
を
右
相
に
名
称
が
改
め
ら
れ
た
。
礼
部
侍
郎
の
李
暐
が
知
貢
挙
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
天
宝
九
載
（
七
五
一
）
で
あ
り
、
当
時
の
右
相
は
李
林
甫
、
左

相
は
陳
希
烈
が
そ
れ
ぞ
れ
務
め
て
い
た
。

　

前
述
し
た
よ
う
な
受
験
生
の
売
り
こ
み
は
、
知
貢
挙
に
対
し
て
だ
け
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
唐
代
の
科
挙
試
験
で
は
、
高
官
た
ち
も
受
験
生
に
つ
い
て
知

貢
挙
に
意
見
を
述
べ
、
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
た
（「
公
薦
」
と
い
う
）。
ま
た
名
簿
に
し
て
渡
す
こ
と
も
あ
っ
た
（「
通
榜
」
と
い
う
）。
そ
こ
で
、
受
験
生
は

何
と
か
し
て
高
官
と
の
コ
ネ
を
作
ろ
う
と
し
た
。
ま
た
、
当
時
の
権
力
者
に
よ
る
科
挙
試
験
へ
の
干
渉
も
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
皇
帝
で
あ
る
玄
宗
が
進
士

科
の
試
験
に
干
渉
し
た
の
で
あ
る
。

　

李
林
甫
（
？
〜
七
五
二
）
は
、
唐
の
高
祖
李
淵
の
い
と
こ
で
あ
る
長
平
王
李
叔
良
の
曾
孫
に
あ
た
る
。
玄
宗
朝
で
は
、
則
天
武
后
の
時
よ
り
台
頭
し
て
き
た

科
挙
出
身
者
と
、
則
天
武
后
に
よ
り
一
度
は
撲
滅
さ
れ
た
も
の
の
、
玄
宗
朝
に
入
っ
て
復
活
し
て
き
た
関
隴
系
出
身
者
と
が
対
立
す
る
中
で
、
関
隴
系
の
李
林

甫
は
宰
相
を
玄
宗
朝
で
最
長
の
十
九
年
間
（
七
三
四
〜
七
五
二
）
務
め
た
。「
口
に
蜜
あ
り
、
腹
に
剣
あ
り
」
と
い
わ
れ
、
と
か
く
学
問
的
教
養
の
な
い
こ
と

が
批
判
さ
れ
た
が
、
本
文
で
は
そ
れ
と
は
違
う
李
林
甫
の
一
面
が
う
か
が
え
る
。『
旧
唐
書
』
巻
一
〇
六
・『
新
唐
書
』
巻
二
二
三
上
・
姦
臣
列
伝
上
に
そ
れ
ぞ

れ
列
伝
あ
り
。

（
二
一
）
宝
応
二
年
（
七
六
三
）、
楊
綰
は
礼
部
…
…
罷
め
、
復
た
明
経
・
進
士
と
為
す　
　
『
唐
会
要
』
巻
七
六
・
貢
挙
中
・
孝
廉
挙
に
よ
る
と
、

宝
応
二
年
六
月
二
十
日
、
礼
部
侍
郎
楊
綰
奏
請
、
毎
歳
挙
人
、
依
郷
挙
里
選
、
察
秀
才
孝
廉
、
勅
令
公
卿
以
下
集
議
。
…
勅
旨
「
毎
州
毎
歳
察
孝
廉
、
取

在
郷
閭
有
孝
弟
廉
恥
之
行
薦
焉
、
委
有
司
以
礼
待
之
、
試
其
所
通
之
学
。
五
経
之
内
、
精
通
一
経
、
兼
能
対
策
、
達
于
治
体
者
、
並
量
行
業
授
官
。
其
明

経
・
進
士
並
停
、
道
挙
亦
宜
准
此
、
況
所
司
作
条
件
処
分
。」

と
あ
り
、
楊
綰
の
奏
請
に
よ
り
、
い
っ
た
ん
は
明
経
科
と
進
士
科
の
停
止
と
、
孝
廉
科
の
復
活
が
決
ま
っ
た
が
、
同
年
七
月
二
十
六
日
に
楊
綰
に
よ
る
貢
挙
の

条
目
に
関
す
る
奏
請
を
受
け
て
出
さ
れ
た
敕
文
で
は
、
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敕
旨
「
進
士
・
明
経
、
置
来
日
久
、
今
頓
令
改
業
、
恐
難
其
人
。
諸
色
挙
人
、
宜
與
旧
法
兼
行
。」

と
し
、
従
来
か
ら
の
進
士
科
・
明
経
科
と
、
孝
廉
科
の
試
験
が
並
行
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
文
で
は
孝
廉
科
が
停
止
と
な
り
、
再
び
進
士
科
と

明
経
科
を
中
心
と
す
る
試
験
に
戻
っ
た
時
期
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
唐
会
要
』
に
よ
れ
ば
、
建
中
元
年
（
七
八
〇
）
六
月
九
日
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

国
（
唐
）
の
初
め
、
明
経
科
は
二
経
に
精
通
し
た
者
を
選
抜
す
る
の
に
、
ま
ず
帖
文
の
試
験
を
行
い
、
次
に
（
経
書
の
）
文
章
に
つ
い
て
墨
策
十
道
を
試
み

た
。
秀
才
科
は
国
政
の
方
針
を
問
う
方
略
策
を
課
し
、
進
士
科
は
時
事
問
題
を
問
う
時
務
策
を
課
し
た
。（
尚
書
省
吏
部
の
）
考
功
員
外
郎
が
科
挙
試
験
を
担

当
し
た
。
そ
の
後
、
挙
人
は
（
秀
才
科
の
）
方
略
策
の
受
験
を
お
そ
れ
、
秀
才
科
を
受
験
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
多
く
は
明
経
科
と

進
士
科
を
受
験
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
貞
観
二
十
年
（
六
四
六
）、
王
師
旦
は
考
功
員
外
郎
と
な
っ
た
。
冀
州
の
進
士
で
あ
る
張
昌
齡
と
王
瑾
は
ど
ち
ら
も
文

章
が
素
晴
ら
し
く
、
そ
の
名
声
は
都
に
ま
で
鳴
り
響
い
て
い
た
。（
し
か
し
）
王
師
旦
は
二
人
の
策
文
を
審
査
し
て
下
等
と
し
、
朝
廷
に
い
た
者
た
ち
は
誰
も

そ
の
理
由
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
王
師
旦
が
（
合
格
者
の
）
等
級
を
申
し
上
げ
る
時
に
、
太
宗
は
（
合
格
者
の
中
に
）
張
昌
齡
ら
の
名
前
が
無
い
の
を
不
審
に

思
い
、
師
旦
に
そ
の
理
由
を
問
う
た
。
師
旦
は
「
彼
ら
は
確
か
に
素
晴
ら
し
い
文
才
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
文
体
は
軽
薄
で
、
文
章
は
華

や
か
な
だ
け
で
内
容
が
な
く
、
き
っ
と
優
れ
た
人
物
と
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
、
後
世
の
人
々
が
彼
ら
の
真
似
を
し
て
、
陛
下
が
築
き
上
げ
た
気
風
が

変
わ
っ
て
し
ま
う
の
が
心
配
で
す
」
と
述
べ
た
。
太
宗
は
（
王
師
旦
の
言
う
事
を
）
そ
の
通
り
だ
と
認
め
た
。
後
に
、
張
昌
齡
は
長
安
県
の
県
尉
と
な
り
、
収

賄
の
罪
に
坐
し
て
免
官
と
な
り
、
王
瑾
も
特
に
功
績
を
あ
げ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
高
宗
の
時
に
な
る
と
、
進
士
科
の
選
抜
が
厳
し
く
な
っ
た
。
龍
翔
（
龍
朔

の
誤
り
）
年
間
（
六
六
一
〜
六
六
三
）
に
は
、
詔
を
出
し
て
、
左
史
（
右
史
の
誤
り
、
中
書
舎
人
）
の
董
思
恭
に
考
功
員
外
郎
の
権
原
崇
と
共
に
科
挙
の
試
験

官
を
担
当
さ
せ
た
。
董
思
恭
は
呉
の
出
身
で
、
軽
は
ず
み
な
性
格
で
、
進
士
科
の
試
験
問
題
を
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
司
法
機
関
の
三
司
（
刑
部
・
御
史
台
・

大
理
寺
）
が
取
り
調
べ
、
贓
汚
狼
藉
の
罪
に
当
た
る
と
し
た
。
西
朝
堂
で
謀
反
を
告
発
し
た
た
め
、
死
刑
は
免
じ
ら
れ
、
除
名
さ
れ
て
、
梧
州
へ
追
放
さ
れ
た
。

開
耀
元
年
（
六
八
一
）、
考
功
員
外
郎
の
劉
思
立
は
進
士
科
の
試
験
が
時
務
策
の
み
で
あ
る
の
が
、
あ
ま
り
に
も
浅
は
か
で
あ
る
と
考
え
て
、
雑
文
二
道
も
試

験
し
、
あ
わ
せ
て
小
経
の
帖
経
の
試
験
も
加
え
る
よ
う
願
い
出
た
。
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玄
宗
の
時
に
な
る
と
、
受
験
者
が
増
え
、
毎
年
（
各
地
方
か
ら
集
ま
る
）
郷
貢
進
士
で
尚
書
省
に
出
頭
し
た
者
は
千
人
を
下
回
ら
な
か
っ
た
。（
彼
ら
と
）

中
央
の
国
立
学
校
で
学
ぶ
学
生
は
互
い
に
訪
問
し
、
互
い
に
受
験
生
を
奪
い
合
い
な
が
ら
「
棚
」
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
そ
の
中
で
名
声
の
高
い
も

の
を
「
棚
頭
」
と
呼
び
、
高
官
や
有
力
者
の
所
で
、
訪
問
し
な
い
所
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
試
験
官
の
判
断
は
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

不
合
格
者
は
お
お
む
ね
騒
が
し
く
訴
え
て
、
考
功
員
外
郎
は
こ
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
開
元
二
十
四
年
（
七
三
六
）
冬
、
つ
い
に
科
挙
の
担
当
を

礼
部
に
移
さ
せ
、
礼
部
侍
郎
の
姚
英
（
奕
の
誤
り
）
は
大
い
に
規
律
を
正
し
た
。
そ
の
後
、
明
経
科
は
墨
策
を
や
め
て
、（
代
わ
り
に
）（
経
書
の
）
口
頭
試
験

と
時
務
策
三
道
の
試
験
を
実
施
し
、進
士
科
は
（
小
経
か
ら
）
大
経
の
帖
経
の
試
験
に
変
わ
り
、こ
れ
に
『
論
語
』（
の
帖
経
の
試
験
）
も
加
わ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
、

試
験
官
が
出
す
出
題
形
式
に
は
聱
牙
・
弧
絶
・
倒
抜
・
築
注
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
受
験
生
の
多
く
は
そ
れ
ほ
ど
経
書
の
内
容
に
詳
し
く
な
く
、

白
髪
で
試
験
場
に
あ
ら
わ
れ
る
者
さ
え
い
た
。
ゆ
え
に
、進
士
科
に
と
っ
て
帖
経
の
試
験
の
負
担
は
大
き
か
っ
た
。
天
宝
の
初
め
、達
奚
珣
と
李
厳（
巌
の
誤
り
）

が
相
次
い
で
知
貢
挙
と
な
っ
た
。
進
士
で
文
章
家
と
し
て
の
名
声
が
高
い
に
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帖
経
の
試
験
に
落
ち
た
者
は
、
代
わ
り
に
詩
を
作
っ
て
免
除

さ
れ
た
。
こ
れ
を
「
贖
帖
」
と
い
っ
た
。（
天
宝
）
十
一
年
（
載
、
七
五
二
）、
楊
国
忠
は
初
め
て
科
挙
試
験
を
担
当
し
た
。
進
士
の
孫
季
卿
は
か
つ
て
楊
国
忠

に
会
い
、
礼
部
の
帖
経
の
試
験
の
弊
害
が
大
き
い
こ
と
を
訴
え
、
挙
人
で
優
れ
た
才
能
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
帖
経
に
落
ち
て
し
ま
え
ば
、
散
文
の
試
験
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
も
し
、
先
に
散
文
の
試
験
を
し
、
そ
の
後
に
帖
経
の
試
験
を
す
れ
ば
、（
在
野
に
）
残
さ
れ
た
ま
ま
の
有
能
な
人
材
も
い
な
く

な
る
で
し
ょ
う
、
と
述
べ
た
。
楊
国
忠
は
（
孫
季
卿
の
言
う
事
を
）
そ
の
通
り
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
し
て
、
進
士
科
の
受
験
生
は
先
に
帖
経
を

受
験
す
る
が
、（
そ
の
試
験
で
は
）
前
後
の
一
行
を
開
く
（
三
行
を
開
く
）
こ
と
と
し
た
。
次
の
年
、（
進
士
科
の
）
合
格
者
数
は
い
つ
も
の
年
の
二
倍
と
な
っ

た
。
ま
た
、旧
例
で
は
、雑
文
の
試
験
に
、詩
と
賦
、あ
る
い
は
合
わ
せ
て
頌
論
の
創
作
も
課
さ
れ
た
が
、そ
の
題
目
は
多
く
が
は
る
か
昔
の
句
か
ら
出
さ
れ
る
。

策
問
五
道
の
う
ち
、
旧
例
で
は
、
三
道
を
時
務
策
、
一
道
を
商
（
略
策
）、
一
道
を
徴
事
と
し
た
。
近
年
、
商
略
の
（
判
定
の
）
中
に
は
異
議
が
あ
る
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
は
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ゆ
え
に
、
今
は
、
進
士
科
を
登
竜
門
と
し
、
任
官
し

た
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
重
要
な
官
職
に
就
任
し
、
十
数
年
間
、
朝
廷
で
事
績
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
。
軽
薄
な
者
は
「
合
格
し
た
進
士
は
中
書
・
門
下
両
省

の
郎
官
に
体
を
か
が
め
、
落
第
し
た
者
は
蒲
州
や
華
州
の
長
馬
に
挨
拶
を
す
る
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
進
士
が
初
め
て
合
格
す
る
と
、
頭
上
に
七
尺
の
頭
光

が
あ
ら
わ
れ
る
」
と
い
う
。
物
好
き
な
人
は
、
そ
の
（
進
士
科
の
合
格
者
の
）
姓
名
を
神
龍
年
間
よ
り
今
日
ま
で
記
録
し
、
こ
れ
を
『
進
士
登
科
記
』
と
い
う
。
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（
一
九
）

優
れ
た
先
輩
を
示
す
こ
と
で
、
後
進
を
啓
発
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
私
が
初
め
て
進
士
科
に
合
格
す
る
と
、
太
学
の
生
徒
た
ち
は
一
緒
に
私
の
姓
名
を
（『
進

士
登
科
記
』
の
）
最
後
に
書
き
入
れ
た
。
進
士
の
張
繟
は
漢
陽
王
張
柬
之
の
曾
孫
で
あ
る
が
、
初
め
て
落
第
し
た
時
に
、
両
手
で
『
登
科
記
』
を
う
や
う
や
し

く
さ
さ
げ
持
っ
て
頭
上
に
お
し
い
た
だ
き
、「
こ
れ
は
千
仏
名
経
で
あ
る
」と
言
っ
た
。
こ
ん
な
に
も
進
士
科
の
合
格
を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

李
右
相
（
李
林
甫
）
が
朝
廷
に
い
た
時
に
、
進
士
の
王
如
泚
と
い
う
者
、
妻
の
母
親
が
伎
芸
で
供
奉
し
、
玄
宗
は
彼
女
に
新
た
な
官
職
を
与
え
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
、
礼
を
述
べ
な
が
ら
「
私
の
娘
婿
の
王
如
泚
は
、
進
士
科
を
受
験
し
て
お
り
ま
す
。
陛
下
の
お
恵
み
で
、
合
格
を
与
え
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」

と
お
願
い
し
た
。
玄
宗
は
こ
れ
を
承
諾
し
、（
王
如
泚
を
）
合
格
さ
せ
る
よ
う
礼
部
に
ゆ
だ
ね
た
。
礼
部
侍
郎
の
李
暐
は
宰
相
へ
会
い
に
行
っ
た
。
李
林
甫
は

「
王
如
泚
の
文
章
は
合
格
で
き
る
の
か
？
」
と
尋
ね
る
と
、
李
暐
は
「
合
格
に
し
て
も
い
い
で
す
し
、
合
格
に
し
な
く
て
も
い
い
で
す
」
と
答
え
た
。
李
林
甫

は
「
そ
う
な
ら
ば
、
合
格
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
明
経
科
と
進
士
科
は
人
材
を
獲
得
で
き
る
所
だ
。
も
し
、
陛
下
が
特
別
な
待
遇
を
お
望
み
な
ら
、（
王
如

泚
に
）
官
職
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
王
如
泚
を
及
第
さ
せ
た
な
ら
ば
、
一
体
何
を
も
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
い
、
み
ず
か
ら
上
奏

し
、
玄
宗
の
考
え
を
う
か
が
お
う
と
し
た
。
王
如
泚
の
仲
間
た
ち
は
祝
宴
を
も
よ
お
し
、
車
馬
は
門
に
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
い
た
。
に
わ
か
に
中
書
か
ら
礼
部

に
「
王
如
泚
は
前
例
に
従
っ
て
試
験
す
べ
し
」
と
の
命
令
書
が
下
さ
れ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
も
の
は
驚
き
、
と
り
み
だ
し
た
。

宝
応
二
年
（
七
六
三
）、
楊
綰
は
礼
部
侍
郎
と
な
り
、
挙
人
は
徳
行
を
重
ん
じ
ず
、
軽
薄
な
者
が
多
い
の
で
、（
漢
代
の
選
挙
制
度
で
あ
る
）
郷
挙
里
選
に
よ

る
選
抜
を
行
う
よ
う
申
し
出
た
。
そ
こ
で
全
国
に
秀
才
・
孝
廉
科
に
よ
る
選
抜
を
行
う
よ
う
命
令
を
下
し
た
。
し
か
し
、
科
挙
試
験
の
規
則
は
よ
う
や
く
細
密

さ
を
加
え
つ
つ
あ
り
、
徳
行
で
官
職
を
与
え
よ
う
と
し
て
も
う
ま
く
い
か
ず
、
こ
の
科
（
秀
才
・
孝
廉
科
）
に
応
ず
る
も
の
は
ま
す
ま
す
少
な
く
な
っ
た
の
で
、

つ
い
に
こ
れ
を
廃
止
し
、
再
び
明
経
科
と
進
士
科
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。

（
髙
瀬　

奈
津
子
）
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（
二
〇
）

〔
二
〕『
封
氏
聞
見
記
』
巻
三
・
制
科

【
原
文
】

國
朝
于
常
擧
取
人
之
外
、
又
有
制
科
。
捜
揚
抜
擢
、
名
目
甚
衆
。
則
天
廣
収
才
彦
、
起
家
或
拜
中
書
舎
人
・
員
外
郎
、
次
拾
遺
・
補
闕
。
元
宗
御
極
、
特
加

精
選
、
下
無
滞
才
。
然
制
擧
出
身
、
名
望
雖
高
、
猶
居
進
士
之
下
。

宦
途
之
士
、自
進
士
而
歴
清
貫
、有
八
儁
者
。
一
曰
進
士
出
身
、制
策
不
入
。
二
曰
校
書
、正
字
不
入
。
三
曰
畿
尉
、[

欠
字]

不
入
。
四
曰
監
察
御
史
、殿
中[

欠

字]

不
入
。
五
曰
拾
遺
、
補
闕
不
入
。
六
曰
員
外
郎
、
郎
中
不
入
。
七
曰
中
書
舎
人
、
給
事
中
不
入
。
八
曰
中
書
侍
郎
、
中
書
令
不
入
。
言
此
八
者
尤
爲
儁
捷
、

直
登
宰
相
、
不
要
歴
餘
官
也
。

同
寮
遷
拜
、
或
以
此
更
相
譏
弄
。
御
史
張
瓌
兄
弟
八
人
、
其
七
人
皆
進
士
出
身
、
一
人
制
科
擢
第
。
親
故
集
會
、
兄
弟
連
榻
、
令
制
科
者
別
座
、
謂
之
「
雜

色
」、
以
爲
笑
樂
。

舊
擧
人
應
及
第
、
開
檢
無
籍
者
不
得
與
第
。
陳
章
甫
制
策
登
科
、
吏
部
牓
放
。
章
甫
上
書
。「
昨
見
牓
云
、『
戸
部
報
無
籍
記
者
』。
昔
傅
説
無
姓
、
殷
后
置

於
于
鹽
梅
之
地
。
屠
羊
隠
名
、
楚
王
延
以
三
旌
之
位
。
未
聞
徴
籍
也
。
范
雎
改
姓
易
名
爲
張
禄
先
生
、
秦
用
之
以
霸
。
張
良
爲
韓
報
仇
、
變
姓
名
而
遊
下
邳
、

漢
祖
用
之
爲
相
。
則
知
籍
者
所
以
計
租
賦
耳
。
本
防
群
小
、
不
約
賢
路
。
若
人
有
大
才
、
不
可
以
籍
棄
之
。
苟
無
其
德
、
雖
籍
何
爲
。
今
員
外
吹
毛
求
瑕
、
務

在
駮
放
、
則
小
人
也
卻
尋
歸
路
、
策
藜
杖
、
著
草
衣
、
田
園
芸
蕪
、
鋤
犁
尚
在
。
所
司
不
能
奪
、
特
諮
執
政
収
之
、
天
下
稱
美
焉
。

常
擧
外
、
復
有
通
五
經
・
一
史
、
及
進
獻
文
章
、
并
上
著
述
之
輩
、
或
付
本
司
、
或
付
中
書
考
試
、
亦
同
制
擧
。

開
元
中
、
有
唐
頻
上
啓
典
一
百
三
十
巻
、
穆
元
休
上
洪
範
外
傳
十
巻
、
李
鎭
上
注
史
記
一
百
三
十
巻
、
史
記
義
林
二
十
巻
、
辛
之
顎
上
叙
訓
兩
巻
、
卞
長
福

上
續
文
選
三
十
巻
、
馮
中
庸
上
政
事
録
十
巻
、
裴
傑
上
史
護
異
議
、
高
嶠
上
注
後
漢
書
九
十
五
巻
。
如
此
者
、
并
量
事
授
官
、
或
霑
賞
賚
、
亦
一
時
之
美
。

【
訓
読
】

国
朝
は
常
挙
に
お
い
て
人
を
取
る
の
外
、
又
た
制
科
有
り
。
捜
揚
抜
擢
す
る
に
、
名
目
甚
だ
衆
し
（
一
）。
則
天
は
広
く
才
彦
を
収
め
、
起
家
す
る
や
或
い
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（
二
一
）

は
中
書
舎
人
・
員
外
郎
、
次
い
で
拾
遺
・
補
闕
を
拝
せ
し
む
（
二
）。
元
（
玄
）
宗
御
極
し
、
特
に
精
選
を
加
え
、
下
に
滞
才
無
し
（
三
）。
然
れ
ど
も
制
挙
出

身
は
、
名
望
高
き
と
雖
も
、
猶
お
進
士
の
下
に
居
る
（
四
）。

宦
途
の
士
は
、進
士
自
り
し
て
清
貫
（
貴
）
を
歴
る
に
、八
儁
な
る
者
有
り
（
五
）。
一
に
曰
く
進
士
出
身
、制
策
は
入
れ
ず
。
二
曰
く
校
書
、正
字
は
入
れ
ず
。

三
に
曰
く
畿
尉
、[

欠
字]

不
入
。
四
に
曰
く
監
察
御
史
、殿
中[

欠
字]

は
入
れ
ず
。
五
に
曰
く
拾
遺
、補
闕
は
入
れ
ず
。
六
に
曰
く
員
外
郎
、郎
中
は
入
れ
ず
。

七
に
曰
く
中
書
舎
人
、給
事
中
は
入
れ
ず
。
八
に
曰
く
中
書
侍
郎
、中
書
令
は
入
れ
ず
（
六
）。
言
う
こ
こ
ろ
此
の
八
者
、尤
も
儁
捷
と
為
し
、直
に
宰
相
に
登
り
、

余
官
を
歴
る
を
要
さ
ざ
る
な
り
（
七
）。

同
寮
遷
拝
す
る
に
、
或
い
は
此
を
以
て
更
も
相
い
譏
弄
す
（
八
）。
御
史
張
瓌
は
兄
弟
八
人
、
其
の
七
人
は
皆
な
進
士
出
身
、
一
人
は
制
科
擢
第
す
（
九
）。

親
故
集
会
す
る
に
、
兄
弟
は
榻
を
連
ね
、
制
科
の
者
を
し
て
別
に
座
せ
し
め
、
之
を
「
雑
色
」
と
謂
い
、
以
て
笑
楽
と
為
す
（
一
〇
）。

旧
は
挙
人
の
応
に
及
第
せ
ん
と
す
る
や
、
籍
無
き
者
を
開
検
し
第
を
与
る
を
得
ず
（
一
一
）。
陳
章
甫
は
制
策
も
て
登
科
し
、
吏
部
牓
放
す
。
章
甫
上
書
す

ら
く
「
昨
、牓
を
見
る
に
云
ら
く
、『
戸
部
は
籍
記
無
き
者
を
報
ず
』
と
（
一
二
）。
昔
、傅
説
は
姓
無
く
、殷
后 

塩
梅
の
地
に
置
く
（
一
三
）。
屠
羊
名
を
隠
し
、

楚
王
延ひ

く
に
三
旌
の
位
を
以
て
す
。
未
だ
徴
籍
す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
（
一
四
）。
范は
ん
し
ょ雎
は
姓
を
改
め
名
を
易
え
て
張
禄
先
生
と
為
し
、
秦
は
之
を
用
い
る
に

霸
を
以
て
す
（
一
五
）。
張
良
は
韓
の
た
め
に
報
仇
し
、
姓
名
を
変
え
て
下
邳
に
遊
ぶ
、
漢
祖
は
之
を
用
い
る
に
相
と
為
す
（
一
六
）。
則
ち
籍
を
知
る
は
、
租

賦
を
計
る
が
所
以
な
る
の
み
。
本
よ
り
群
小
を
防
ぎ
、
賢
路
を
約し
ば

ら
ず
。
若
し
人
に
大
才
有
ら
ば
、
籍
を
以
て
之
を
棄
つ
る
べ
か
ら
ず
。
苟
く
も
其
の
徳
無
け

れ
ば
、
籍
あ
る
と
雖
も
何
を
か
為
さ
ん
や
（
一
七
）。
今
ま
員
外
は
吹
毛
求
瑕
し
、
務
め
て
駮
放
に
在
れ
ば
、
則
ち
小
人
な
る
や
卻
り
て
帰
路
を
尋
ね
、
藜
杖

を
策
し
、
草
衣
を
著
る
。
田
園
の
芸
蕪
、
鋤
犁
尚
お
在
り
」
と
（
一
八
）。
所
司
奪
う
こ
と
能
わ
ず
、
特
に
執
政
に
諮
り
て
之
を
収
め
、
天
下
称
美
す
（
一
九
）。

常
挙
の
外
、
復
た
五
経
・
一
史
に
通
ず
、
及
び
文
章
を
進
献
す
、
并
び
に
著
述
を
上
る
の
輩
有
り
。
或
い
は
本
司
に
付
し
、
或
い
は
中
書
に
付
し
て
考
試
す

る
も
、
亦
た
制
挙
と
同
じ
（
二
〇
）。

開
元
中
、唐
頻
啓
典
一
百
三
十
巻
を
上
り（
二
一
）、穆
元
休
洪
範
外
伝
十
巻
を
上
り（
二
二
）、李
鎮
注
史
記
一
百
三
十
巻
、史
記
義
林
二
十
巻
を
上
り（
二
三
）、

辛
之
顎
叙
訓
両
巻
を
上
り
（
二
四
）、
卞
長
福
續
文
選
三
十
巻
を
上
り
（
二
五
）、
馮
中
庸
政
事
録
十
巻
を
上
り
（
二
六
）、
裴
傑
史
護
異
議
を
上
り
（
二
七
）、

高
嶠
注
後
漢
書
九
十
五
巻
を
上
る
有
り
（
二
八
）。
此
の
如
き
は
、
并
び
に
事
を
量
り
て
官
を
授
け
、
或
い
は
賞
賚
に
霑う
る
おう
も
、
亦
た
一
時
の
美
な
り
（
二
九
）。
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（
二
二
）

【
註
釈
】

（
一
）
国
朝
は
常
挙
に
お
い
て
人
を
取
る
の
外
、
又
た
制
科
有
り
。
捜
揚
抜
擢
す
る
に
、
名
目
甚
だ
衆
し　
　

唐
朝
の
科
挙
に
は
通
常
毎
年
行
わ
れ
る
一
般
試

験
の
「
常
挙
」
と
、
不
定
期
に
行
わ
れ
る
特
別
試
験
の
「
制
科
（
制
挙
）」
と
が
あ
っ
た
。

　

制
挙
と
は
皇
帝
が
詔
を
下
し
て
人
材
を
募
る
方
法
で
あ
る
。
既
に
漢
代
に
は
賢
良
方
正
の
科
目
が
あ
っ
た
が
、
九
品
中
正
法
が
行
わ
れ
た
魏
晋
南
北
朝
期
に

は
停
廃
し
て
い
た
。
の
ち
隋
文
帝
に
よ
り
制
挙
と
し
て
復
活
し
、
唐
代
に
広
く
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
唐
代
に
初
め
て
制
挙
が
行
わ
れ
た
の
は
、『
唐
会
要
』

巻
七
六
・
制
科
挙
に
よ
れ
ば
、顕
慶
三
年
（
六
五
八
）
の
「
志
烈
秋
霜
科
」
で
、そ
の
及
第
者
は
韓
思
彦
と
さ
れ
て
い
る
が
、実
際
に
は
貞
観
十
一
年
（
六
三
七
）

よ
り
既
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
中
国
考
試
通
史
』
巻
一
（
首
都
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
第
一
二
章
「
唐
代
的
制
挙
考
試
」
参
照
。

　

制
挙
は
「
非
常
の
才
」
を
抜
擢
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
皇
帝
が
「
名
目
」
す
な
わ
ち
科
目
名
を
決
定
し
、
と
き
に
策
試
に
臨
む
こ
と
も
あ
っ
た
。
応
試

者
は
多
い
と
き
で
二
千
人
、
少
な
い
と
き
で
も
千
人
を
下
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
合
格
者
は
極
め
て
少
な
く
、
一
度
の
試
験
で
多
い
と
き
で
も
二
〇
人
を

超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
科
目
名
も
独
特
で
、
右
に
挙
げ
た
「
志
烈
秋
霜
」
の
ほ
か
、「
岳
牧
挙
（
高
宗
永
隆
元
年
）」「
文
芸
優
長
科
（
則
天
武
后
万
歳
通

天
元
年
）」「
直
言
極
諌
科
（
玄
宗
開
元
元
年
）」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。『
文
献
通
考
』
巻
三
三
・
選
挙
六
「
唐
制
科
名
目
及
中
制
科
人
姓
名
」、
及

び
王
寿
南
『
隋
唐
史
』
第
一
四
章
「
学
校
与
考
選
制
度
」
所
載
の
「
唐
代
制
挙
科
目
及
登
科
人
数
統
計
表
」
五
四
九
〜
五
五
六
頁
参
照
。
制
挙
登
第
の
著
名
な

唐
官
僚
と
し
て
は
、
張
九
齢
・
苗
晋
卿
・
顔
真
卿
・
柳
公
綽
・
裴
度
・
元
稹
・
白
居
易
・
牛
僧
孺
・
李
宗
閔
・
杜
牧
な
ど
が
あ
る
。

　

な
お
、
常
挙
・
制
挙
の
他
に
も
、
生
徒
（
太
学
な
ど
の
学
校
出
身
）、
郷
貢
（
州
県
か
ら
の
推
薦
）、
皇
帝
の
寵
任
、
皇
室
関
係
者
、
輸
財
（
財
物
の
上
納
に

よ
る
受
官
）、
藩
鎮
奏
授
（
節
度
使
府
か
ら
の
推
挙
）、
門
蔭
な
ど
、
唐
朝
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
材
登
用
法
が
行
わ
れ
て
お
り
、
常
挙
・
制
挙
な
ど
の
科
目
試
験

を
経
て
官
僚
と
な
る
者
は
、
全
体
数
か
ら
み
て
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
。

（
二
）
則
天
は
広
く
才
彦
を
収
め
、
起
家
す
る
や
或
い
は
中
書
舎
人
・
員
外
郎
、
次
い
で
拾
遺
・
補
闕
を
拝
せ
し
む　
　
「
則
天
」
は
則
天
武
后
（
在
位
六
九
〇

〜
七
〇
五
）。「
才
彦
」
は
才
能
の
秀
で
て
い
る
人
。
則
天
武
后
は
光
宅
元
年
（
六
八
四
）
に
睿
宗
を
廃
し
て
政
治
の
実
権
を
握
っ
た
の
ち
、永
昌
元
年
（
六
八
九
）

六
月
に
「
求
訪
賢
良
詔
」（『
文
苑
英
華
』
巻
四
六
二
、
翰
林
制
詔
）
を
下
し
て
、
人
材
選
抜
を
行
っ
て
い
る
。

鸞
臺
。
上
之
臨
下
、
道
莫
貴
於
求
賢
。
臣
之
事
君
、
功
豈
踰
於
進
善
。
所
以
允
凝
庶
績
、
式
静
群
方
、
成
大
厦
之
凌
雲
、
済
巨
川
之
沃
日
。
故
周
称
多
士
、
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（
二
三
）

著
美
風
謡
。
漢
号
得
人
、
垂
芳
竹
素
。
歴
観
前
代
、
罔
不
由
茲
。
朕
雖
宵
分
輟
寝
、
日
旰
忘
食
、
勉
思
政
術
、
不
憚
劬
労
、
而
九
域
之
至
広
、
豈
一
人
之

独
化
。
必
佇
材
能
、
共
成
羽
翼
。
…
…
取
人
以
器
、
求
才
務
適
。
所
司
仍
具
為
限
程
、
副
朕
意
焉
。
主
者
施
行
。

「
起
家
」
は
科
挙
に
合
格
す
る
な
ど
し
て
、
入
官
資
格
を
得
る
こ
と
。
黄
正
建
「
唐
代
的
〝
起
家
〞
與
〝
釋
褐
〞」（『
中
国
史
研
究
』
二
〇
一
五
年
第
一
期
、

二
〇
一
五
年
）
参
照
。「
中
書
舎
人
」
は
中
書
省
の
属
官
で
、
定
員
は
六
人
、
品
階
は
正
五
品
上
。
詔
令
の
起
草
や
政
事
の
参
議
を
掌
る
。「
員
外
郎
」
は
尚
書

省
各
部
の
郎
中
の
次
官
で
従
六
品
上
。「
拾
遺
」は
則
天
武
后
の
垂
拱
元
年（
六
八
五
）に
は
じ
め
て
設
置
さ
れ
、定
員
は
左
右
そ
れ
ぞ
れ
二
人
ず
つ
で
あ
っ
た
が
、

の
ち
各
六
人
に
増
員
さ
れ
た
。
左
拾
遺
は
門
下
省
に
、
右
拾
遺
は
中
書
省
に
属
し
、
品
階
は
従
八
品
上
、
天
子
に
扈
従
し
て
、
諷
諌
や
廷
議
・
封
上
等
を
掌
っ
た
。

「
補
闕
」
も
拾
遺
と
同
じ
く
垂
拱
元
年
に
創
設
さ
れ
た
官
名
で
、
定
員
は
左
右
各
二
人
、
左
補
欠
は
門
下
省
に
、
右
補
闕
は
中
書
省
に
属
し
、
品
階
は
従
七
品
上
。

拾
遺
と
と
も
に
皇
帝
に
扈
従
し
た
。

　

武
后
は
実
権
掌
握
後
、
独
自
に
登
用
し
た
人
材
を
中
書
舎
人
や
員
外
郎
に
任
用
し
た
。
そ
し
て
左
右
補
闕
や
左
右
拾
遺
を
新
設
し
、
彼
ら
の
ポ
ス
ト
を
確
保

し
た
の
ち
、
次
々
と
制
挙
を
行
っ
て
政
権
内
部
に
息
の
か
か
っ
た
人
材
を
増
員
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
元
（
玄
）
宗
御
極
し
、
特
に
精
選
を
加
え
、
下
に
滞
才
無
し　
　

玄
宗
（
在
位
七
一
二
〜
七
五
六
）
は
先
天
元
年
八
月
に
父
睿
宗
よ
り
譲
位
さ
れ
て
「
御

極
」
す
な
わ
ち
皇
帝
位
に
就
い
た
。「
滞
才
」
は
、
遺
留
さ
れ
た
ま
ま
、
ま
だ
登
用
さ
れ
て
い
な
い
人
材
を
い
う
。

（
四
）
然
れ
ど
も
制
挙
出
身
は
、
名
望
高
き
と
雖
も
、
猶
お
進
士
の
下
に
居
る　
　

唐
で
は
州
県
の
長
官
の
推
薦
を
受
け
、
或
い
は
太
学
等
の
学
校
を
経
て
、

科
目
試
験
で
あ
る
礼
部
試
に
合
格
し
た
者
を
「
出
身
」
と
い
っ
た
。
こ
の
「
出
身
」
は
、
官
僚
に
な
る
た
め
の
資
格
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
更
に
身
・
言
・
書
・

判
の
四
科
目
の
吏
部
試
を
経
て
、
よ
う
や
く
任
官
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
制
挙
出
身
」
は
制
挙
の
合
格
者
を
い
い
、
そ
の
「
名
望
」
す
な

わ
ち
名
誉
や
人
望
は
、
常
挙
の
進
士
科
に
合
格
し
た
者
よ
り
、
一
段
下
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。

（
五
）
宦
途
の
士
は
、
進
士
自
り
し
て
清
貫
（
貴
）
を
歴
る
に
、
八
儁
な
る
者
有
り　
　
「
宦
途
」
は
官
途
の
こ
と
。
こ
こ
で
の
「
清
貴
」
は
伝
統
的
に
「
清
」

ま
た
は
「
貴
」
と
さ
れ
る
官
で
、
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
上
の
ポ
ス
ト
と
み
な
さ
れ
て
い
た
尚
書
省
吏
部
・
兵
部
・
礼
部
・
孝
功
・
尚
書
都
省
・
御
史
台
・
中
書
門

下
の
七
司
所
属
の
官
を
さ
す
。

　
「
八
儁
」
は
進
士
科
に
合
格
し
て
起
家
し
て
か
ら
、
の
ち
職
事
官
に
就
き
昇
進
し
て
宰
相
に
至
る
ま
で
の
、
最
短
コ
ー
ス
の
官
名
を
い
う
。
以
下
一
〜
八
ま
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（
二
四
）

で
を
整
理
す
る
と
、
職
進
士
出
身
↓
校
書
（
太
子
司
経
局
正
九
品
下
・
秘
書
省
正
九
品
上
）
↓
畿
尉
（
畿
県
の
尉
。
正
九
品
下
）
↓
監
察
御
史
（
正
八
品
上
）

↓
拾
遺
（
門
下
左
拾
遺
・
中
書
右
拾
遺
従
八
品
上
）
↓
員
外
郎
（
従
六
品
上
）
↓
中
書
舎
人
（
正
五
品
上
）
↓
中
書
侍
郎
（
正
四
品
上
）
と
な
る
。

（
六
）
一
に
曰
く
進
士
出
身
、
制
策
は
入
れ
ず
…
…
八
に
曰
く
中
書
侍
郎
、
中
書
令
は
入
れ
ず　
　
「
制
策
」
は
天
子
が
策
文
を
作
成
し
て
試
験
を
行
い
人
材
を

採
用
す
る
こ
と
、す
な
わ
ち
「
制
挙
」「
制
科
」
と
同
じ
。「
不
入
」
は
「
入
れ
な
い
」
で
、八
儁
に
は
数
え
な
い
と
い
う
意
味
。「
七
曰
中
書
舎
人
、給
事
中
不
入
。

八
曰
中
書
侍
郎
、
中
書
令
不
入
」
の
部
分
は
底
本
に
な
く
、『
唐
語
林
』
巻
八
よ
り
補
う
。

　

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、つ
と
に
池
田
温
氏
が
、進
士
出
身
か
ら
中
書
侍
郎
へ
至
る
「
八
儁
」
を
出
世
の
最
短
コ
ー
ス
と
し
て
抽
出
し
、ま
た
原
文
の
「
不
入
」

以
下
、つ
ま
り
「
不
入
制
策
」
に
続
く
、制
策
↓
正
字
（
太
子
司
経
局
従
九
品
下
・
秘
書
省
正
九
品
下
）
↓[

欠
字]

（
池
田
温
氏
は
「
京
尉
」
従
八
品
下
と
す
る
）

↓
殿
中[

欠
字]

（
池
田
温
氏
は
「
殿
中
侍
御
史
」
従
七
品
下
と
す
る
）
↓
補
闕
（
門
下
左
補
闕
・
中
書
右
補
闕
従
七
品
上
）
↓
郎
中
（
従
五
品
上
）
↓
給
事
中
（
正

五
品
上
）
↓
中
書
令
（
正
三
品
）
を
、
八
儁
よ
り
一
段
落
ち
る
コ
ー
ス
と
す
る
。
こ
の
池
田
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
礪
波
護
氏
も
同
様
に
、
八
儁
と
、
そ
れ

に
次
ぐ
コ
ー
ス
と
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
池
田
温
「
律
命
官
制
の
形
成
」（『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
５
、岩
波
書
店
、一
九
七
〇
年
）、及
び
礪
波
護
「
唐

代
の
県
尉
」（
同
氏
著
『
唐
代
政
治
社
会
史
研
究
』、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
六
年
。
初
出
は
一
九
七
四
年
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
小
島
浩
之
氏
は
、
八
儁
に
次
ぐ
と
解
さ
れ
て
き
た
制
挙
か
ら
中
書
令
ま
で
の
コ
ー
ス
は
「
制
度
的
裏
付
け
が
な
く
成
立
し
難
い
」
と
し
、「
こ

れ
ら
は
各
遷
転
段
階
に
お
い
て
八
儁
か
ら
外
れ
た
場
合
の
次
善
ポ
ス
ト
を
示
し
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」
と
す
る
（
小
島
浩
之
「
唐
代
後
半
期
の
官
僚

人
事
と
八
儁
」、
明
治
大
学
東
洋
史
談
話
会
『
明
大
ア
ジ
ア
史
論
集
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）。

　

い
ず
れ
を
可
と
み
る
か
を
述
べ
る
前
に
、
ま
ず
本
条
は
「
制
科
（
制
挙
・
制
策
）」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
封
氏

聞
見
記
』
に
は
、
本
条
と
は
別
に
「
常
挙
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
通
常
試
験
で
あ
る
進
士
科
や
そ
の
出
身
コ
ー
ス
で
あ
る
八
儁
に
つ
い
て
は
、
本
来

そ
ち
ら
で
説
明
す
べ
き
内
容
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
封
演
が
、臨
時
試
験
で
あ
る「
制
科
」の
項
目
に
八
儁
の
説
明
を
入
れ
て
い
る
の
は
、本
条
に
あ
る「
然

れ
ど
も
制
挙
出
身
は
、
名
望
高
き
と
雖
も
、
猶
お
進
士
の
下
に
居
る
」
と
い
う
一
文
を
強
調
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
制
科
出
身
者
は
、

天
子
自
ら
が
必
要
に
応
じ
て
直
接
採
用
し
た
人
材
で
あ
り
、
進
士
と
同
等
の
出
世
コ
ー
ス
を
た
ど
り
、
或
い
は
進
士
出
身
者
よ
り
品
階
の
高
い
官
職
に
つ
く
こ

と
も
あ
る
が
、
官
僚
界
に
お
け
る
そ
の
「
名
望
」
は
、
進
士
の
八
儁
に
及
ば
な
い
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
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（
二
五
）

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ま
ず
「
不
入
」
は
文
字
通
り
「
入
れ
ず
」
の
意
味
で
、
制
策
出
身
で
は
八
儁
に
は
数
え
な
い
こ
と
を
明
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
以

下
制
挙
出
身
者
が
出
世
コ
ー
ス
に
お
い
て
、
進
士
出
身
者
に
比
肩
し
、
或
い
は
よ
り
高
い
官
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
八
儁
と
は
み
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
跡
付
け

た
説
明
と
理
解
で
き
る
。
従
っ
て
、
従
来
「
八
儁
に
次
ぐ
コ
ー
ス
」
と
さ
れ
て
き
た
制
挙
以
下
の
記
述
は
、
小
島
氏
の
疑
義
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

小
島
氏
は
両
者
を
ス
タ
ー
ト
の
違
い
と
の
み
と
ら
え
て
い
る
が
、
本
条
の
文
脈
に
拠
る
限
り
、
唐
朝
官
僚
の
出
世
コ
ー
ス
に
お
け
る
進
士
出
身
と
制
挙
出
身
と

は
、
起
家
後
に
お
い
て
も
名
望
に
厳
然
た
る
区
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
両
者
を
同
様
に
み
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
七
）
言
う
こ
こ
ろ
此
の
八
者
、
尤
も
儁
捷
と
為
し
、
直
に
宰
相
に
登
り
、
余
官
を
歴
る
を
要
さ
ざ
る
な
り　
　
「
儁
捷
」
は
昇
進
が
早
い
こ
と
。
八
儁
を
た
ど

る
者
は
「
余
官
」
す
な
わ
ち
他
官
を
経
る
必
要
は
な
く
、
速
や
か
に
宰
相
位
に
就
く
こ
と
を
い
う
。

（
八
）
同
寮
遷
拝
す
る
に
、
或
い
は
此
を
以
て
更
も
相
い
譏
弄
す　
　
「
遷
拝
」
の
「
遷
」
は
、
あ
る
官
職
か
ら
別
の
同
級
な
い
し
は
高
級
の
官
職
へ
と
調
任
さ

れ
る
こ
と
、「
拝
」
は
隋
唐
期
に
お
け
る
官
職
の
正
式
な
任
命
を
さ
す
詞
で
、
人
事
異
動
に
お
け
る
昇
進
を
い
う
。「
譏
弄
」
は
譏
笑
嘲
弄
す
な
わ
ち
、
そ
し
り

笑
い
、
あ
ざ
け
り
か
ら
か
う
こ
と
。

（
九
）
御
史
張
瓌
は
兄
弟
八
人
、其
の
七
人
は
皆
な
進
士
出
身
、一
人
は
制
科
擢
第
す　
　

張
瓌
に
つ
い
て
は
、生
没
年
及
び
官
歴
と
も
に
不
詳
。
宋
・
楽
史
『
広

卓
異
記
』
巻
一
九
・
挙
選
「
兄
弟
七
人
進
士
及
第
」
条
に
「
右
按
『
登
科
記
』、
張
琪
・
弟
環
・
璜
・
珮
・
琬
・
琚
・
瑗
兄
弟
七
人
並
進
士
及
第
、
後
琪
為
宏
（
弘
）

文
館
学
士
、
環
集
賢
学
士
」
と
あ
り
、『
全
唐
文
』
巻
三
五
二
・
張
環
小
伝
に
「
環
、
開
元
中
進
士
、
官
侍
御
史
」
と
あ
る
。
清
・
徐
松
撰
、
孟
二
冬
補
正
『
登

科
記
考
補
正
』（
北
京
燕
山
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
一
七
九
頁
参
照
。「
擢
第
」
は
及
第
す
る
の
意
。

（
一
〇
）
親
故
集
会
す
る
に
、
兄
弟
は
榻
を
連
ね
、
制
科
の
者
を
し
て
別
に
座
せ
し
め
、
之
を
「
雑
色
」
と
謂
い
、
以
て
笑
楽
と
為
す　
　
「
親
故
」
は
親
戚
と

知
古
。
榻
は
背
も
た
れ
と
臂
か
け
の
あ
る
こ
し
か
け
、
牀
の
低
く
細
長
い
も
の
。「
雑
色
」
と
は
本
来
、
常
挙
・
制
挙
・
任
子
（
門
蔭
）
と
な
ら
ぶ
選
官
制
度

の
一
つ
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
卑
し
い
と
い
う
意
味
で
の
嘲
り
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。「
笑
楽
」
は
、
わ
ら
い
楽
し
む
こ
と
。

（
一
一
）
旧
は
挙
人
の
応
に
及
第
せ
ん
と
す
る
や
、
籍
無
き
者
を
開
検
し
第
を
与
る
を
得
ず　
　

旧
は
む
か
し
。「
挙
人
」
は
、
漢
代
に
官
吏
の
適
任
者
と
し
て

地
方
長
官
か
ら
推
挙
を
受
け
た
者
を
い
い
、
の
ち
唐
代
に
は
常
挙
・
制
挙
の
官
吏
登
用
試
験
の
受
験
者
を
い
う
。
籍
は
戸
籍
。「
開
検
」
は
開
験
、
開
い
て
調

べ
る
こ
と
。「
第
」
は
及
第
。
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（
二
六
）

（
一
二
）
陳
章
甫
は
制
策
も
て
登
科
し
、
吏
部
牓
放
す
。
章
甫
上
書
す
ら
く
「
昨
、
牓
を
見
る
に
云
ら
く
、『
戸
部
は
籍
記
無
き
者
を
報
ず
』
と　
　

陳
章
甫

は
、
開
元
年
間
に
太
常
博
士
で
あ
っ
た
陳
貞
節
の
子
で
、
唐
・
林
宝
撰
『
元
和
姓
纂
』
巻
三
に
は
「
太
常
博
士
陳
章
甫
、
江
陵
人
」
と
あ
る
。『
全
唐
文
』
巻

七
三
七
の
作
者
小
伝
に
は
「
開
元
中
進
士
」
と
す
る
が
、
本
条
か
ら
制
挙
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
章
甫
の
次
子
・
陳
造
の
墓
誌
「
故
潤
州
延
陵

県
令
穎
川
陳
府
君
墓
誌
名
并
序
」（『
全
唐
文
補
遺　

千
唐
誌
斎
新
蔵
専
輯
』、
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
八
三
頁
）
に
は
「
父
章
甫
、
左
拾
遺
」
と
あ
る
。

李
徳
輝
『
全
唐
文
作
者
小
伝
正
補
』
上
・
下
（
遼
海
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
三
六
八
頁
参
照
。「
牓
放
」
は
放
牓
ま
た
は
放
榜
と
同
じ
、
試
験
の
合
格
者
を

発
表
す
る
こ
と
。「
昨
」
は
以
前
。「
籍
記
」
は
戸
籍
の
記
録
の
意
。「
昨
…
…
」
以
下
「
鋤
犁
尚
在
」
ま
で
は
陳
章
甫
の
上
書
の
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
全

唐
文
』
七
三
七
に
「
与
吏
部
孫
員
外
郎
」
と
し
て
全
文
が
載
る
が
、
本
条
所
掲
部
分
と
は
文
詞
の
異
な
る
部
分
も
多
い
。

（
一
三
）
昔
、
傅
説
は
姓
無
く
、
殷
后 

塩
梅
の
地
に
置
く　
　
「
傅
説
」
は
商
王
武
丁
の
大
臣
で
、
も
と
も
と
傅
岩
の
野
に
お
い
て
版
築
土
木
に
従
事
し
て
い

た
奴
隷
で
あ
っ
た
が
、
聖
人
を
得
る
夢
を
見
た
武
丁
が
百
官
を
使
っ
て
探
し
出
し
、
大
臣
に
任
命
し
た
。
の
ち
に
商
の
中
興
を
現
出
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
。『
尚

書
』
説
命
、『
史
記
』
巻
三
・
殷
本
紀
参
照
。「
殷
后
」
は
武
丁
。「
置
塩
梅
之
地
」
の
塩
・
梅
は
そ
れ
ぞ
れ
塩
味
・
酸
味
の
調
味
料
を
い
い
、
転
じ
て
国
政
を

治
め
る
こ
と
の
喩
え
。『
尚
書
』
説
命
・
下
に
は
、
武
丁
が
傅
説
に
「
若
作
和
羹
、
爾
惟
塩
梅
（
若
し
和
羹
を
作
れ
ば
、
爾
は
惟
れ
塩
梅
）」
と
言
っ
た
こ
と
が

み
え
て
お
り
、
王
の
側
近
と
し
て
治
世
を
支
え
る
者
を
さ
す
。

（
一
四
）屠
羊
名
を
隠
し
、楚
王
延ひ

く
に
三
旌
の
位
を
以
て
す
。
未
だ
徴
籍
す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り　
　
「
屠
羊
」は
羊
を
屠
殺
す
る
こ
と
、『
荘
子
』譲
王
篇
に
は
、

亡
命
中
の
楚
の
昭
王
に
つ
き
従
っ
た
屠
羊
人
の
説
と
い
う
者
に
対
し
、
の
ち
に
帰
国
を
果
た
し
た
昭
王
が
、「
三
旌
位
」
す
な
わ
ち
臣
下
と
し
て
最
高
位
と
な

る
三
公
の
位
を
与
え
よ
う
と
し
た
話
が
あ
る
。
三
公
を
「
三
旌
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
車
服
に
旌
の
別
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。「
徴
籍
」
は
戸
籍
を

求
め
る
こ
と
。
商
の
版
築
労
働
者
で
あ
っ
た
傅
説
、
楚
の
屠
羊
人
で
あ
っ
た
説
、
と
も
に
戸
籍
の
な
い
奴
隷
身
分
で
あ
っ
た
人
物
を
、
王
が
登
用
し
た
こ
と
を

述
べ
る
。

（
一
五
）
范
雎
は
姓
を
改
め
名
を
易
え
て
張
禄
先
生
と
為
し
、
秦
は
之
を
用
い
る
に
霸
を
以
て
す　
　

范
睢
（
？
〜
前
二
二
五
）
は
戦
国
魏
の
人
で
、
字
は
叔
。

秦
の
昭
王
に
仕
え
て
、
遠
交
近
攻
の
策
を
提
言
し
、
そ
の
功
に
よ
り
応
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
。「
改
姓
易
名
、
為
張
禄
先
生
」
と
は
、
范
雎
が
は
じ
め
、
魏
の
大

夫
・
須
賈
の
家
臣
で
あ
っ
た
と
き
、
須
賈
に
誣
告
さ
れ
て
半
死
半
生
の
目
に
あ
わ
さ
れ
、
の
ち
名
前
を
「
張
禄
」
と
変
え
て
潜
伏
し
て
い
た
こ
と
を
い
う
。「
覇
」
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（
二
七
）

は
は
た
が
し
ら
の
意
で
、
諸
侯
の
長
を
さ
す
。『
史
記
』
巻
七
九
・
范
雎
列
伝
参
照
。

（
一
六
）
張
良
は
韓
の
た
め
に
報
仇
し
、
姓
名
を
変
え
て
下
邳
に
遊
ぶ
、
漢
祖
は
之
を
用
い
る
に
相
と
為
す　
　

張
良
（
？
〜
一
六
八
）
は
、
前
漢
の
功
臣
で
、

字
は
子
房
。
祖
父
・
父
と
韓
王
の
相
と
な
り
、
秦
が
韓
を
滅
ぼ
し
た
の
ち
、
博
浪
沙
（
い
ま
の
河
南
原
陽
の
東
南
）
で
始
皇
帝
の
暗
殺
に
失
敗
、
の
ち
逃
亡
し

て
下
邳
（
い
ま
の
江
蘇
睢
寧
の
北
）
に
い
た
と
き
、
黄
石
公
か
ら
太
公
望
の
兵
書
で
あ
る
『
太
公
兵
書
』
を
授
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
秦
末
の
動
乱
期
に
劉
邦

の
謀
臣
と
な
り
、
漢
の
統
一
後
に
留
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

（
一
七
）
則
ち
籍
を
知
る
は
、
租
賦
を
計
る
が
所
以
な
る
の
み
。
本
よ
り
群
小
を
防
ぎ
、
賢
路
を
約
ら
ず
。
…
…
苟
く
も
其
の
徳
無
け
れ
ば
、
籍
あ
る
と
雖
も

何
を
か
為
さ
ん
や　
　
「
知
籍
」
は
戸
籍
を
把
握
す
る
こ
と
。「
群
小
」
は
多
く
の
つ
ま
ら
な
い
者
た
ち
。「
賢
路
」
は
賢
者
の
進
む
道
、
賢
者
の
立
身
出
世
す

べ
き
道
。「
約
」
は
糸
で
結
ぶ
、
し
ば
る
の
意
。

（
一
八
）
今
ま
員
外
は
吹
毛
求
瑕
し
、
務
め
て
駮
放
に
在
れ
ば
、
則
ち
小
人
な
る
や
卻
り
て
帰
路
を
尋
ね
、
藜
杖
を
策
し
、
草
衣
を
著
る
。
田
園
の
芸
蕪
、
鋤

犁
尚
お
在
り　
　
「
員
外
」
は
こ
の
上
書
先
が
「
吏
部
孫
員
外
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
吏
部
の
考
功
員
外
郎
を
さ
す
。
前
掲
註
（
一
二
）
及
び
前
掲
「
貢
挙
」

註
（
九
）
参
照
。
考
功
員
外
郎
は
吏
部
孝
功
郎
中
の
次
官
で
従
六
品
上
、
文
武
官
吏
の
考
課
を
掌
っ
た
。「
吹
毛
求
瑕
」
は
、
毛
を
吹
い
て
強
い
て
隠
れ
た
小

さ
な
傷
ま
で
も
探
し
求
め
る
こ
と
。「
駮
放
」
は
是
非
を
調
べ
正
し
て
退
け
る
こ
と
。「
小
人
」
は
こ
こ
で
は
身
分
が
低
い
者
の
意
、自
身
を
喩
え
た
言
か
。「
尋

帰
路
」
は
、帰
り
道
を
さ
が
す
。「
策
藜
杖
」
は
藜
（
あ
か
ざ
）
の
茎
で
作
っ
た
杖
を
杖
つ
く
こ
と
。「
著
草
衣
」
は
草
を
綴
っ
た
衣
を
着
る
こ
と
。「
藜
杖
」「
草

衣
」
と
も
に
質
素
な
さ
ま
を
い
い
、
隠
者
に
喩
え
る
。「
芸
」「
蕪
」
は
い
ず
れ
も
雑
草
の
名
。「
鋤
犂
」
は
す
き
ぐ
わ
と
か
ら
す
き
で
田
を
耕
す
た
め
の
道
具
。

（
一
九
）所
司
奪
う
こ
と
能
わ
ず
、特
に
執
政
に
諮
り
て
之
を
収
め
、天
下
称
美
す　
　
「
所
司
」は
こ
こ
で
は
吏
部
を
さ
す
か
。「
奪
」は
官
職
を
没
収
す
る
こ
と
。

（
二
〇
）
復
た
五
経
・
一
史
に
通
ず
、
及
び
文
章
を
進
献
す
、
并
び
に
著
述
を
上
る
の
輩
有
り
。
或
い
は
本
司
に
付
し
、
或
い
は
中
書
に
付
し
て
考
試
す
る
も
、

亦
た
制
挙
と
同
じ　
　
『
新
唐
書
』
巻
四
四
・
選
挙
志
上
に
は
、

唐
制
、
取
士
之
科
、
多
因
隋
旧
、
然
其
大
要
有
三
。
由
学
館
者
曰
生
徒
、
由
州
県
者
曰
鄉
貢
、
皆
升
于
有
司
而
進
退
之
。
其
科
之
目
、
有
秀
才
、
有
明
経
、

有
俊
士
、
有
進
士
、
有
明
法
、
有
明
字
、
有
明
算
、
有
一
史
、
有
三
史
、
有
開
元
礼
、
有
道
挙
、
有
童
子
。
而
明
経
之
別
、
有
五
経
、
有
三
経
、
有
二
経
、

有
学
究
一
経
、
有
三
礼
、
有
三
伝
、
有
史
科
。
此
歳
挙
之
常
選
也
。
其
天
子
自
詔
者
曰
制
挙
、
所
以
待
非
常
之
才
焉
。
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（
二
八
）

と
あ
り
、
ま
た
、

凡
史
科
…
…
能
通
一
史
者
、
白
身
視
五
経
・
三
伝
、
有
出
身
及
前
資
官
視
学
究
一
経
。
三
史
皆
通
者
、
奨
擢
之
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
試
験
に
よ
る
主
な
官
吏
登
用
法
と
し
て
、
生
徒
・
郷
貢
と
「
科
之
目
」
す
な
わ
ち
常
選
（
常
挙
）・
制
挙
の
三
種
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　

唐
の
国
子
学
・
太
学
・
四
門
学
の
主
要
教
材
は
経
学
で
あ
り
、
必
修
で
あ
っ
た
論
語
・
孝
経
以
外
の
諸
経
は
、
大
経
・
中
経
・
小
経
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。

大
経
は
礼
記
・
春
秋
左
氏
伝
を
い
い
、
中
経
は
詩
経
・
周
礼
・
儀
礼
を
い
い
、
小
経
は
易
・
書
・
春
秋
公
羊
伝
・
春
秋
穀
梁
伝
を
い
う
。
本
来
は
、
大
経
・
中

経
の
中
か
ら
一
経
ず
つ
計
二
経
を
修
め
た
者
を
「
通
二
経
」、
通
二
経
に
大
・
中
・
小
経
の
中
か
ら
も
う
一
経
を
修
め
た
者
を
「
通
三
経
」、
そ
し
て
大
経
二
種

と
中
・
小
経
を
各
一
種
修
め
た
者
を
「
通
五
経
」
と
い
っ
た
。「
一
史
」
は
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
の
う
ち
の
一
史
を
さ
す
。

　

な
お
右
の
『
新
唐
書
』
選
挙
志
は
、「
五
経
」「
一
史
」
を
常
選
（
常
挙
）
の
科
目
と
し
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
封
演
の
本
条
は
常
挙
以
外
の
、
制
挙
を

含
む
そ
の
他
の
官
吏
登
用
法
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
り
、
か
つ
以
下
に
は
、
そ
の
知
識
を
書
物
と
し
て
進
献
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
こ
と
を

考
慮
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
五
経
」
は
易
・
書
・
詩
・
礼
・
春
秋
・
論
語
・
孝
経
の
い
ず
れ
か
の
経
書
を
、
ま
た
「
一
史
」
は
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
の
い
ず

れ
か
を
さ
す
と
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。「
或
付
本
司
」
の
部
分
は
底
本
に
な
く
『
唐
語
林
』
巻
八
よ
り
補
う
。

　
「
本
司
」
は
吏
部
、
ま
た
「
中
書
」
と
あ
る
の
は
中
書
省
に
集
賢
殿
書
院
が
置
か
れ
て
図
書
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
二
一
）
開
元
中
、唐
頻
啓
典
一
百
三
十
巻
を
上
り　
　

唐
頻
に
つ
い
て
は
不
詳
。
ま
た
『
啓
典
』
に
つ
い
て
も
『
旧
唐
書
』
経
籍
志
、『
新
唐
書
』
芸
文
志
、宋
・

陳
振
孫
『
直
斎
書
録
解
題
』、
宋
・
晁
公
武
『
群
斎
読
書
志
』
と
も
に
記
載
無
し
。

（
二
二
）
穆
元
休
洪
範
外
伝
十
巻
を
上
り　
　

穆
元
休
は
、『
旧
唐
書
』
巻
一
五
五
・
穆
寧
伝
に
「
穆
寧
、
懐
州
河
内
人
也
。
父
元
休
、
以
文
学
著
、
撰
洪
範
外

伝
十
篇
、
開
元
中
献
之
、
玄
宗
賜
帛
、
授
偃
師
県
丞
・
安
陽
令
」
と
あ
り
、『
洪
範
外
伝
』
十
巻
は
、『
新
唐
書
』
巻
五
七
・
芸
文
志
・
書
類
に
「
穆
元
休
洪
範

外
伝
十
巻
」
と
あ
る
。
唐
・
林
宝
『
元
和
姓
纂
』
巻
一
〇
・
穆
氏
条
の
岑
仲
勉
校
記
参
照
。　

（
二
三
）
李
鎮
注
史
記
一
百
三
十
巻
、
史
記
義
林
二
十
巻
を
上
り　
　

李
鎮
に
つ
い
て
は
不
詳
。『
注
史
記
』
一
百
三
十
巻
、
及
び
『
史
記
義
林
』
二
十
巻
に
つ

い
て
は
、『
新
唐
書
』
巻
五
八
・
芸
文
志
に
「
李
鎮
注
史
記
一
百
三
十
巻
【
原
注
：
開
元
十
七
年
上
、
授
門
下
典
儀
】、
又
義
林
二
十
巻
」
と
あ
る
。
門
下
典
儀

は
従
九
品
下
、
儀
式
の
際
に
殿
上
で
の
賛
唱
や
殿
庭
の
版
位
の
設
置
を
掌
っ
た
。



『封氏聞見記』訳注（四）

72

（
二
九
）

（
二
四
）
辛
之
顎
叙
訓
両
巻
を
上
り　
　

辛
之
顎
に
つ
い
て
は
不
詳
。『
叙
訓
』
両
巻
に
つ
い
て
は
『
新
唐
書
』
巻
五
八
・
芸
文
志
に
「
辛
之
顎
叙
訓
二
巻
【
原

注
：
開
元
十
七
年
上
、
受
長
社
尉
】」
と
あ
る
。
長
社
尉
は
、
河
南
・
許
州
長
社
県
（
現
在
の
河
南
省
許
昌
市
長
社
県
）
の
尉
で
従
九
品
下
。

（
二
五
）
卞
長
福
続
文
選
三
十
巻
を
上
り　
　

卞
長
福
は
、
卜
長
福
。
不
詳
。『
続
文
選
』
三
十
巻
に
つ
い
て
は
、『
新
唐
書
』
巻
六
〇
・
芸
文
志
に
「
卜
長
福

続
文
選
三
十
巻
【
原
注
：
開
元
十
七
年
上
、
授
富
陽
尉
】」
と
あ
る
。
富
陽
尉
は
、
杭
州
富
陽
県
（
現
在
の
江
蘇
省
杭
州
市
富
陽
県
）
の
尉
で
従
九
品
下
。

（
二
六
）
馮
中
庸
政
事
録
十
巻
を
上
り　
　

馮
中
庸
に
つ
い
て
は
不
詳
。『
政
事
録
』十
巻
に
つ
い
て
は
、『
新
唐
書
』巻
五
九
・
芸
文
志
に「
馮
中
庸
政
録
0

0

十
巻【
原

注
：
開
元
十
九
年
上
、
授
汜
水
尉
】 

」
と
あ
る
。

（
二
七
）
裴
傑
史
護
異
議
を
上
り　
　

裴
傑
は
『
新
唐
書
』
巻
七
一
上
・
宰
相
世
系
表
の
西
眷
裴
氏
条
に
名
が
見
え
る
。『
史
護
異
議
』
は
『
史
漢0

異
義
』
の
こ

と
。『
新
唐
書
』
巻
六
〇
・
芸
文
志
に
「
裴
傑
史
漢
異
義
三
巻
【
原
注
：
河
南
人
。
開
元
十
七
年
上
、
授
臨
濮
尉
】」
と
あ
る
。
臨
濮
尉
は
河
南
濮
州
臨
濮
県
（
現

在
の
山
東
省
鄄
城
県
の
西
南
）
の
尉
で
従
九
品
下
。

（
二
八
）
高
嶠
注
後
漢
書
九
十
五
巻
を
上
る
有
り　
　

高
嶠
の
名
は
『
新
唐
書
』
巻
七
一
下
・
宰
相
世
系
表
・
高
氏
条
に
左
驍
衛
将
軍
・
高
真
行
の
子
と
し
て
「（
高
）

嶠
司
門
郎
中
」
と
見
え
る
ほ
か
、
張
旭
書
『
尚
書
省
郎
官
石
記
』（
清
・
労
格
・
趙
鉞
『
唐
尚
書
省
郎
官
石
柱
題
名
考
』
巻
一
八
・
倉
部
員
外
郎
条
、
中
華
書
局
、

一
九
九
二
年
）
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。『
注
後
漢
書
』
九
十
五
巻
に
つ
い
て
は
不
詳
。

　

な
お
、
清
・
徐
松
『
登
科
記
考
』（
徐
松
撰
・
孟
二
冬
補
正
『
登
科
記
考
補
正
』）
巻
七
に
は
、
穆
元
休
、
李
鎮
、
辛
之
顎
、
卞
（
卜
）
長
福
の
四
名
が
開
元

十
七
年
（
七
二
九
）、
馮
中
庸
が
開
元
十
九
年
（
七
三
一
）
に
そ
れ
ぞ
れ
「
上
書
拝
官
」
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

（
二
九
）
此
の
如
き
は
、
并
び
に
事
を
量
り
て
官
を
授
け
、
或
い
は
賞
賚
に
霑
う
も
、
亦
た
一
時
の
美
な
り　
　
「
賞
賚
」
は
賞
賜
。
開
元
年
間
に
は
、
前
文
に

受
官
を
確
認
で
き
る
五
名
以
外
に
も
、
自
ら
の
著
作
を
献
上
す
る
こ
と
に
よ
り
官
職
を
得
て
い
た
ケ
ー
ス
が
散
見
す
る
。

【
現
代
語
訳
】

唐
朝
で
は
常
挙
に
よ
っ
て
人
材
を
採
用
す
る
外
に
、ま
た
制
科
（
と
い
う
方
法
）
が
あ
る
。
広
く
人
材
を
求
め
て
抜
擢
す
る
の
で
、そ
の
名
目
も
と
て
も
多
い
。

則
天
武
后
は
広
く
有
能
な
人
物
を
集
め
、（
彼
ら
が
）
起
家
す
る
と
す
ぐ
に
中
書
舎
人
や
員
外
郎
、
ま
た
の
ち
に
は
拾
遺
・
補
闕
に
任
用
し
た
。
玄
宗
が
位
に
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（
三
〇
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就
く
と
、
更
に
厳
正
に
人
材
を
選
び
、
世
間
に
は
滞
才
無
し
と
い
う
様
子
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
制
挙
出
身
は
、
名
望
は
高
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
お

進
士
の
下
に
あ
っ
た
。

官
僚
と
し
て
の
道
を
歩
む
者
た
ち
が
、進
士
か
ら
始
め
て
清
貴
（
の
官
職
）
を
歴
任
し
て
い
く
の
に
八
儁
が
あ
る
。
一
つ
め
は
進
士
出
身
、制
策
は
入
れ
な
い
。

二
つ
め
は
校
書
、
正
字
は
入
れ
な
い
。
三
つ
め
は
畿
尉
、[

欠
字]

は
入
れ
な
い
。
四
つ
め
は
監
察
御
史
、
殿
中[

欠
字]

は
入
れ
な
い
。
五
つ
め
は
拾
遺
、
補

闕
は
入
れ
な
い
。
六
つ
め
は
員
外
郎
、
郎
中
は
入
れ
な
い
。
七
つ
め
は
中
書
舎
人
、
給
事
中
は
入
れ
な
い
。
八
つ
め
は
中
書
侍
郎
、
中
書
令
は
入
れ
な
い
。
こ

こ
に
述
べ
た
八
つ
は
、
最
も
速
や
か
な
昇
進
経
路
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
宰
相
位
に
登
っ
て
ゆ
き
、
他
官
を
歴
任
す
る
必
要
は
な
い
。

同
寮
が
異
動
す
る
と
き
は
、
或
い
は
こ
の
こ
と
に
よ
り
お
互
い
に
譏
笑
嘲
弄
し
あ
う
の
で
あ
る
。
御
史
の
張
瓌
は
兄
弟
が
八
人
お
り
、
そ
の
う
ち
の
七
人
は

皆
な
進
士
出
身
で
、一
人
は
制
科
擢
第
で
あ
っ
た
。
親
戚
や
知
人
ら
が
集
ま
る
と
、（
進
士
出
身
の
）
兄
弟
は
榻
を
連
ね
、制
科
の
者
を
別
に
座
ら
せ
て
、彼
を
「
雑

色
」
と
呼
ん
で
か
ら
か
っ
た
。

む
か
し
は
受
験
生
が
及
第
し
よ
う
と
す
る
と
、
戸
籍
が
無
い
者
を
調
べ
て
、
合
格
を
与
え
な
か
っ
た
。
陳
章
甫
は
制
策
に
よ
っ
て
合
格
し
、
吏
部
が
そ
の
合

格
を
牓
示
し
た
。
章
甫
の
上
書
に
は
「
先
日
、
牓
示
を
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、『
戸
部
は
籍
記
無
き
者
を
報
ず
』
と
あ
り
ま
し
た
。
昔
、
傅
説
は
姓
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
殷
王
武
丁
は
彼
を
治
世
の
中
枢
に
置
き
ま
し
た
。
屠
羊
を
生
業
と
し
て
い
た
説
は
、
そ
の
名
を
隠
し
（
て
亡
命
中
の
楚
王
に
つ
き
従
い
）、
楚

王
は
（
の
ち
に
彼
を
）
取
り
立
て
る
の
に
三
公
の
位
を
与
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
戸
籍
を
必
要
と
し
た
な
ど
聞
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
范
雎
は
、
姓
を

改
め
名
を
易
え
て
張
禄
先
生
と
名
乗
っ
て
潜
伏
し
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
秦
は
侯
の
位
を
与
え
て
彼
を
登
用
し
ま
し
た
。
張
良
は
（
祖
国
で
あ
る
）
韓
の
た

め
に
（
秦
の
始
皇
帝
を
）
仇
討
ち
し
よ
う
と
し
（
て
失
敗
し
）、
姓
名
を
変
え
て
下
邳
に
遊
居
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
漢
祖
劉
邦
は
彼
を
登
用
し
て
宰
相
と
し
ま

し
た
。
つ
ま
り
籍
を
知
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
租
税
を
計
る
た
め
だ
け
で
す
。
本
来
は
小
人
（
が
宮
仕
え
す
る
の
）
を
防
ぐ
た
め
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
賢
人
の

路
を
縛
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
す
ば
ら
し
い
人
材
が
あ
れ
ば
、戸
籍
（
の
有
無
）
を
理
由
に
こ
れ
を
棄
却
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
苟
く
も
そ
の
（
人
に
）

徳
が
無
け
れ
ば
、
戸
籍
が
あ
っ
た
と
し
て
も
何
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
い
ま
員
外
さ
ま
は
毛
を
吹
い
て
瑕
を
求
め
る
よ
う
な
こ
と
を
し
、
必
死
に
（
私
の
）
是

非
を
調
べ
正
し
て
退
け
る
よ
う
な
こ
と
を
な
さ
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
ば
、（
私
の
よ
う
な
）小
人
は
、や
む
な
く
帰
路
を
探
し
て
、藜
杖
を
杖
つ
き
、

草
衣
を
着
る
よ
り
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
田
園
に
は
雑
草
が
茂
り
、
鋤
犁
も
ま
だ
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
あ
っ
た
。
所
司
は
（
章
甫
か
ら
官
職
を
）
奪
う
こ
と
が
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三
一
）

で
き
ず
、
特
別
に
（
彼
の
）
執
政
を
諮
っ
て
登
用
し
、
天
下
は
こ
れ
を
称
美
し
た
の
で
あ
る
。

常
挙
の
外
に
も
、
五
経
・
一
史
に
通
じ
て
い
る
、
文
章
を
進
献
す
る
、
著
述
を
上
る
、
な
ど
の
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
本
司
で
あ
る
吏
部
や
、
ま
た
は
中
書
省

に
付
し
て
考
試
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
制
挙
と
同
様
で
あ
っ
た
。

開
元
中
に
は
、
唐
頻
が
『
啓
典
』
一
百
三
十
巻
を
献
上
し
、
穆
元
休
が
『
洪
範
外
伝
』
十
巻
を
献
上
し
、
李
鎮
が
『
注
史
記
』
一
百
三
十
巻
・『
史
記
義
林
』

二
十
巻
を
献
上
し
、
辛
之
顎
が
『
叙
訓
』
両
巻
を
献
上
し
、
卞
（
卜
）
長
福
が
『
続
文
選
』
三
十
巻
を
献
上
し
、
馮
中
庸
が
『
政
事
録
』
十
巻
を
献
上
し
、
裴

傑
が
『
史
護
異
議
』
を
献
上
し
、
高
嶠
が
『
注
後
漢
書
』
九
十
五
巻
を
献
上
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
を
審
査
し
て
官
を

授
け
た
が
、
こ
の
よ
う
な
賞
賜
の
恩
恵
も
、
ま
た
一
時
の
名
誉
に
す
ぎ
な
い
。

（
江
川　

式
部
）


